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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(1) 連結経営指標等 

(注) １ 第172期及び第173期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 提出会社の経営指標等 

  
(注) １ 第172期及び第173期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第172期 第173期 第174期 第175期 第176期 
決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 

売上高 (百万円) 193,951 217,013 230,575 208,289 223,886 
経常利益 (百万円) 9,573 10,282 13,906 10,725 8,583 
当期純利益 (百万円) 7,239 5,431 12,796 8,379 6,243 
包括利益 (百万円) ― 4,164 14,017 11,075 10,112 
純資産額 (百万円) 139,989 139,822 152,703 161,080 161,247 
総資産額 (百万円) 340,970 322,254 332,994 343,179 350,769 
１株当たり純資産額 (円) 667.32 680.03 737.82 781.25 847.32 
１株当たり 
当期純利益金額 

(円) 34.38 26.21 62.70 41.11 31.23 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

(円) ― ― 62.68 41.07 31.18 

自己資本比率 (％) 40.8 43.2 45.3 46.3 45.5 
自己資本利益率 (％) 5.3 3.9 8.8 5.4 3.9 
株価収益率 (倍) 13.58 17.06 8.79 10.92 16.59 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 36,944 25,859 29,082 21,363 18,828 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △10,637 △6,208 △9,564 △25,127 △22,766 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △30,866 △20,020 △9,366 9,170 △7,701 

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(百万円) 11,668 11,194 23,158 29,004 19,865 

従業員数 (名) 4,071 3,951 4,140 4,124 4,272 
 

回次 第172期 第173期 第174期 第175期 第176期 
決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 

売上高 (百万円) 151,533 154,343 198,183 171,191 184,904 
経常利益 (百万円) 5,605 5,429 11,789 4,849 4,343 
当期純利益 (百万円) 3,216 2,047 15,160 3,224 2,843 
資本金 (百万円) 42,020 42,020 42,020 42,020 42,020 
発行済株式総数 (千株) 209,263 209,263 209,263 209,263 209,263 
純資産額 (百万円) 124,987 121,831 135,817 138,516 132,537 
総資産額 (百万円) 270,921 264,578 299,886 298,916 297,043 
１株当たり純資産額 (円) 597.59 593.89 659.94 672.85 699.74 
１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
(円) 

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
(6.00) (6.00) (6.00) (6.00) (6.00)

１株当たり 
当期純利益金額 

(円) 15.24 9.85 73.87 15.67 14.07 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

(円) ― ― 73.84 15.65 14.05 

自己資本比率 (％) 46.1 46.0 45.3 46.3 44.6 
自己資本利益率 (％) 2.6 1.7 11.8 2.4 2.1 
株価収益率 (倍) 30.64 45.36 7.46 28.65 36.82 
配当性向 (％) 78.7 121.8 16.2 76.6 85.3 
従業員数 (名) 1,265 1,227 1,575 1,557 1,561 
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２ 【沿革】 

企業集団の沿革の主たる事項は次のとおりであります。 

 

明治40年４月 長岡市にて設立総会を開催、北越製紙㈱創業(同年５月９日設立登記) 

明治41年10月 長岡工場で板紙の製造を開始 

大正３年７月 新潟市に北越板紙㈱を設立 

大正６年２月 北越板紙㈱を合併、新潟工場と称す 

大正９年12月 市川市に市川工場を建設、上質紙の製造を開始 

昭和10年12月 長岡工場でファイバーの生産を開始 

昭和12年５月 新潟市に北越パルプ㈱を設立 

昭和19年３月 北越パルプ㈱を合併、パルプ工場と称す 

昭和22年１月 北越水運㈱(現 北越物流㈱)を設立、運送事業を開始(現 連結子会社) 

昭和24年５月 東京証券取引所に株式を上場 

昭和25年10月 三重県南牟婁郡に紀州製紙パルプ㈱(紀州製紙㈱)を設立 

昭和26年８月 紀州製紙パルプ㈱紀州工場を建設、未晒クラフトパルプの生産を開始 

昭和29年11月 紀州製紙パルプ㈱紀州工場で洋紙の生産を開始 

昭和30年９月 吹田市に紀州製紙パルプ㈱大阪工場を建設、洋紙の生産を開始 

昭和31年７月 長岡工場に上質紙抄紙機(３号機)を新設 

昭和32年３月 パルプ工場に晒クラフトパルプ製造設備完成 

昭和33年２月 新潟工場、パルプ工場、新潟支社の三事業所を統合、新たに新潟工場と称す 

昭和35年５月 紀州製紙パルプ㈱は紀州製紙㈱に商号変更 

昭和36年10月 市川工場に塗工白板紙抄紙機(４号機)を新設 

昭和39年５月 市川工場に塗工白板紙抄紙機(５号機)を新設 

昭和39年６月 新潟工場は新潟地震により被災、ただちに再建工事(新鋭抄紙設備を含む)に入る 

昭和41年３月 新潟工場の再建工事完成(２号機移設、３号機新設) 

昭和43年８月 新潟工場に長網三層高級白板紙抄紙機(４号機)を新設、わが国初の表裏のない板紙の生産開始 

昭和45年４月 新潟工場に大型上質紙抄紙機(５号機)を新設 

昭和46年６月 総合建設業を営む㈱北越エンジニアリングを設立(現 連結子会社) 

昭和46年９月 長岡工場に繊維板「パスコ」製造設備完成 

昭和46年10月 勝田工場を新設、第一期工事として液体紙容器及び紙加工設備完成 

昭和50年４月 勝田工場に特殊白板紙抄紙機(１号機)を新設 

昭和52年11月 北越パッケージ㈱を設立、勝田工場の液体紙容器及び紙加工品の製造、販売の業務を移管(現

連結子会社) 

昭和61年７月 新潟工場に上・中質微塗工紙抄紙機(６号機)を新設 

平成２年９月 新潟工場に上・中質塗工紙抄紙機(７号機)を新設 

平成10年７月 新潟工場に上質塗工紙抄紙機(８号機)を新設、ECFパルプを生産開始 

平成12年４月 全社のパルプをECF法に転換 

平成12年４月 市川工場と勝田工場を組織統合し、関東工場と称す 

平成14年３月 長岡工場に特殊紙抄紙機(６号機)を新設 

平成16年10月 新潟県中越地震で長岡工場被災、早期復旧果たす 

平成18年７月 三菱商事㈱との業務提携契約を締結 

平成18年８月 三菱商事㈱は、当社株式の第三者割当増資を引受け主要株主となる 

平成19年４月 創業百周年を迎える 

平成20年９月 新潟工場に上質塗工紙抄紙機(９号機)を新設 

平成21年10月 紀州製紙㈱との株式交換により同社を完全子会社とする 

同時に当社商号を「北越紀州製紙㈱」に変更 
 

平成23年３月 東日本大震災で関東工場(勝田)等で被災、早期復旧果たす 

平成23年４月 紀州製紙㈱を吸収合併し、事業統合する 

平成23年４月 北越紀州販売㈱を設立（現 連結子会社） 

平成23年10月 北越紀州販売㈱に丸大紙業㈱と㈱田村洋紙店の代理店事業を統合する 

平成23年10月 中国（広東省）に江門星輝造紙有限公司を設立（現 連結子会社） 

平成24年２月 東洋ファイバー㈱(現 北越東洋ファイバー㈱)との株式交換により同社を完全子会社とする(現

連結子会社) 

平成24年８月 大王製紙㈱の株式取得により、同社を持分法適用関連会社とする(現 持分法適用関連会社) 

平成24年９月 Financiere Bernard Dumas S.A.S.(現 Bernard Dumas S.A.S.)の株式取得により、同社を完全

子会社とする(現 連結子会社) 

平成24年11月 大王製紙㈱との総合技術提携基本契約を締結 

平成26年２月 三菱商事㈱との合弁会社であるＭＣ北越エネルギーサービス㈱(現 連結子会社)による天然ガ

ス発電事業の開始 

平成26年４月 長岡工場のファイバー事業を北越東洋ファイバー㈱へ集約する 
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３ 【事業の内容】 

当社の企業集団は、当社、子会社30社及び関連会社10社で構成されております。当企業集団が営んでいる主な事業

内容と当該事業に係る位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、「第５「経理の状況」１

「連結財務諸表等」（セグメント情報等）」のセグメントと同一の区分であります。 

(1) 紙パルプ事業 

当社、北越東洋ファイバー㈱及びBernard Dumas S.A.S.はパルプ・紙等を製造し、販売は主として北越紀州販売

㈱並びにその他の代理店を通じて行っております。 

北越紙精選㈱、勝田紙精選㈱及び紀州紙精選㈱は、製品の仕上、包装工程を受託しております。 

㈱テクノ北越及び紀南産業㈱は、当社の紙製造に関する作業の請負をしております。 

ＭＣ北越エネルギーサービス㈱は、当社へ電力及び蒸気を供給しております。 

(2) パッケージング・紙加工事業 

北越パッケージ㈱、㈱ビーエフ及び東拓（上海）電材有限公司は、紙器、事務機器用紙及び紙加工品の製造・加

工及び販売を行っております。また、その使用する加工原紙の一部を当社及び北越紀州販売㈱から購入しており

ます。 

当社は、㈱ニッカンに紙の加工の一部を委託しており、その使用する加工用原紙の一部を供給しております。 

(3) その他 

① 木材事業 

㈱北越フォレストは、製紙用チップを製造し当社に販売しております。また、バイオマスボイラー向け燃料チ

ップの集荷及び販売を行っております。 

② 建設業、機械製造・販売・営繕 

㈱北越エンジニアリングは、当社グループの設備の一部を製作・納入するとともに、当社設備の保守・修繕作

業を受託しております。また、同社は建設業を営み、請負工事等も行っております。 

③ 運送・倉庫業 

北越物流㈱及び北越水運㈱は、一般貨物運送業及び倉庫業を営み、当社の製品並びに当社で使用する原材料の

保管・運送を行っております。 

④ その他 

紀州造林㈱は、木材製品等を販売しており、当社には主にバイオマスボイラー向け燃料を販売しております。

北越トレイディング㈱は、不動産の売買、自動車学校等を運営しております。 

㈱京葉資源センターは、古紙卸業及びパレット製造・販売業を営んでおり、当社及び外部に販売しておりま

す。 

紀州興発㈱は自動車学校及びゴルフ練習場の運営を行っております。 

北越協立㈱は、パレットを製造し当社に販売し、また、その修理を請け負っております。 
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上記の企業集団の状況について事業の系統図を示すと次のとおりであります。 

  

 
  

(注) 無印 連結子会社 

     ※  持分法適用会社 

     △  持分法非適用会社 
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４ 【関係会社の状況】 
  

  

 

名称 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の所有 
割合(％) 

関係内容 摘要

(連結子会社)             

北越紀州販売㈱ 
東京都 
千代田区 

1,300 紙パルプ事業 100.0 
当社製品の販売 
当社に原材料を販売 
役員の兼任等…有 

＊１
＊５

北越東洋ファイバー㈱ 
静岡県 
沼津市 

100 紙パルプ事業 100.0 
当社に製品・原材料を販売 
役員の兼任等…有 

  

星輝投資控股有限公司 
中国 
香港 

百万米ドル 

60 
紙パルプ事業 90.0 

債務保証 
役員の兼任等…有 

*１ 

江門星輝造紙有限公司 
中国 
広東省 

百万米ドル 

50 
紙パルプ事業 

90.0 
(90.0)

役員の兼任等…有 *１ 

Bernard Dumas S.A.S. 
フランス 
ドルドーニュ県 

百万ユーロ 

0.7 
紙パルプ事業 100.0 

債務保証 
役員の兼任等…有 

  

北越紙精選㈱ 
新潟県 
新潟市東区 

30 紙パルプ事業 100.0 
当社製品の断裁・選分・包装作
業の請負 
役員の兼任等…有 

  

㈱テクノ北越 
新潟県 
新潟市東区 

29 紙パルプ事業 
84.8 
(4.7)

当社排水処理業務の請負 
当社に工程薬品販売 
諸薬品等の入出庫を請負 

  

勝田紙精選㈱ 
茨城県 
ひたちなか市 

20 紙パルプ事業 
100.0 
(100.0)

当社製品の断裁・選分・包装作
業の請負 

  

紀南産業㈱ 
三重県 
南牟婁郡 
紀宝町 

30 紙パルプ事業 100.0 
当社の紙関連製造作業の請負 
当社資材の荷揚、運搬等の業務
の請負 

  

紀州紙精選㈱ 
三重県 
南牟婁郡 
紀宝町 

10 紙パルプ事業 
100.0 

  (100.0)
当社製品の断裁・選分・包装作
業の請負 

  

ＭＣ北越エネルギーサービ
ス㈱ 

新潟県 
新潟市東区 

100 紙パルプ事業 50.5 
当社に電力・蒸気を供給 
役員の兼任等…有 

  

北越パッケージ㈱ 
東京都 
中央区 

481 
パ ッ ケ ー ジ ン
グ・紙加工事業 

91.4 
(4.3)

当社製品の購入 
役員の兼任等…有 

  

㈱ビーエフ 
埼玉県 
所沢市 

120 
パ ッ ケ ー ジ ン
グ・紙加工事業 

100.0 
(12.5)

当社製品の購入 
役員の兼任等…有 

  

東拓（上海）電材有限公司 
中国 
上海市 

180 
パ ッ ケ ー ジ ン
グ・紙加工事業 

51.0 
(30.0)

当社製品の購入 
役員の兼任等…有 

  

㈱北越フォレスト 
福島県 
河沼郡 
会津坂下町 

45 その他 100.0 
当社に製紙用及び原燃料用チッ
プを販売 

  

北越物流㈱ 
新潟県 
新潟市東区 

249 その他 100.0 
当社製品・原材料の輸送及び製
品の保管 
役員の兼任等…有 

  

北越水運㈱ 
新潟県 
新潟市東区 

30 その他 
100.0 
(100.0)

当社製品・原材料の輸送   

㈱北越エンジニアリング 
新潟県 
新潟市東区 

150 その他 100.0 
当社工場の設備工事 
保守修繕工事請負 
役員の兼任等…有 
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(注) １ 連結子会社及び持分法適用関連会社の主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載し

ております。 

２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。 

３ ＊１：特定子会社に該当しております。 

４ ＊２：有価証券報告書の提出会社であります。 

５ ＊３：持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としております。 

６ ＊４：持分は100分の50でありますが、コクヨ㈱グループとの共同支配のため関連会社としております。 

７ ＊５：北越紀州販売㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割

   合が10％を超えております。 

  

 

名称 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の所有 
割合(％) 

関係内容 摘要

(連結子会社)             

紀州造林㈱ 
大阪府 
吹田市 

405 その他 100.0 
当社にバイオマスボイラー向け
燃料を販売 

  

北越トレイディング㈱ 
新潟県 
長岡市 

100 その他 100.0 当社所有土地の賃借   

紀州興発㈱ 
大阪府 
吹田市 

60 その他 100.0 当社所有土地の賃借   

㈱京葉資源センター 
千葉県 
市川市 

40 その他 100.0 
当社に原料古紙・パレットを販
売 

  

北越協立㈱ 
新潟県 
新潟市北区 

10 その他 100.0 
当社にパレットを販売 
役員の兼任等…有 

  

(持分法適用関連会社)             

大王製紙㈱ 
愛媛県 
四国中央市 

30,415 紙パルプ事業 
22.2 
(0.0)

当社と総合技術提携基本契約を
締結 
当社製品の購入 

＊２

㈱スタッフサイトウ 
新潟県 
長岡市 

10 紙パルプ事業 15.0 
諸薬品等の入出庫を請負 
当社製品の構内物流業務の請負 
当社環境整備業務の請負 

＊３

㈱ニッカン 
新潟県 
長岡市 

150 
パ ッ ケ ー ジ ン
グ・紙加工事業 

50.0 
紙加工を委託 
当社に紙製品等を販売 
役員の兼任等…有 

＊４

㈱新潟ジーシーシー 
新潟県 
新潟市東区 

312 その他 40.0 
当社に製紙用填料を販売 
役員の兼任等…有   

㈱新潟ピーシーシー 
新潟県 
新潟市東区 

100 その他 30.0 
当社に製紙用填料を販売 
役員の兼任等…有   

㈱荒海チップ 
福島県 
南会津郡 
南会津町 

20 その他 37.5 当社にチップを販売   

 

主要な損益情報等 ①売上高 68,794百万円 

  ②経常利益 508 

  ③当期純利益 297 

  ④純資産額 4,584 

  ⑤総資産額 29,659 
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５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成26年３月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成26年３月31日現在 

  

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について、特に記載すべき事項はありません。 

  

 

セグメントの名称 従業員数(名) 

紙パルプ事業 2,900 

パッケージング・紙加工事業 556 

その他 816 

合計 4,272 
 

従業員数(名) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(千円) 

1,561  42歳５ヶ月   20年１ヶ月 5,873 
 

セグメントの名称 従業員数(名) 

紙パルプ事業 1,561 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における我が国経済は、経済対策や金融政策を背景とした円高の是正や株価上昇等から、輸出企

業を中心とした業績改善に加え、個人消費も持ち直しの傾向が見られ、景気は緩やかに回復しつつあるものの、欧

州債務問題や新興国の成長鈍化等により、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

当社グループにおきましては、国内洋紙の価格修正を実施しましたが、平均販売価格は前年同期の水準には及び

ませんでした。しかしながら、円安を背景とした、輸入紙の減少等による洋紙の国内販売数量増加や輸出販売価格

の上昇等もあって、増収となりました。 

損益につきましては、販売価格の修正や各種コストダウンを実施したものの、原燃料価格の高騰等により、大王

製紙株式会社の株式取得に伴い発生した負ののれんを持分法による投資利益として計上した前年との比較で減益と

なりました。 

以上の結果、当社グループの当連結会計年度における業績は以下のとおりです。 

売上高     223,886百万円 (前連結会計年度比   7.5％増) 

営業利益      3,329百万円 (前連結会計年度比   9.2％減) 

経常利益      8,583百万円 (前連結会計年度比  20.0％減) 

当期純利益     6,243百万円 (前連結会計年度比  25.5％減) 

  

主なセグメント別の業績は、下記のとおりであります。 

  

① 紙パルプ事業 

紙パルプ事業につきましては、国内洋紙の価格修正を実施しましたが、平均販売価格は前年同期の水準には

及びませんでした。しかしながら、円安を背景とした、輸入紙の減少等による洋紙の国内販売数量増加や輸出

販売価格の上昇等もあって、増収となりました。損益面においては、販売価格の修正や当社グループ全体での

各種コストダウンを実施したものの、原燃料価格の高騰等により減益となりました。 

品種別には、洋紙につきましては、電子書籍等の電子媒体への移行等による需要の低迷はあるものの、円安

を背景とした、輸入紙の減少等による国内販売数量増加や輸出販売価格の上昇等もあって、増収となりまし

た。 

白板紙につきましては、パッケージの小型化、軟包装化や電子媒体への移行等により、白板紙全体では販売

数量は減少いたしました。 

特殊紙につきましては、写真集やパンフレット用途等の高級印刷用紙、通販・量販店向けの色画用紙用途の

ファンシーペーパーは堅調に推移しましたが、情報用紙については、厳しい受注状況となりました。 

  

以上の結果、紙パルプ事業の業績は以下のとおりとなりました。 

 売上高   195,062百万円 (前連結会計年度比   8.9％増) 

 営業利益    1,313百万円 (前連結会計年度比  27.0％減) 
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② パッケージング・紙加工事業 

パッケージング・紙加工事業につきましては、前年にあった大口受注が減少し減収となりました。損益面に

おいては、各種コストダウンを実施したものの、原燃料価格の高騰等により減益となりました。 

 以上の結果、パッケージング・紙加工事業の業績は以下のとおりとなりました。 

 売上高    20,062百万円 (前連結会計年度比   0.6％減) 

 営業利益      654百万円 (前連結会計年度比  21.1％減) 

  

③ その他 

木材事業、建設業、運送・倉庫事業をはじめとするその他事業につきましては、全体的に厳しい受注環境下

であり減収となりました。損益面においては、各種コストダウン効果で増益となりました。 

以上の結果、その他事業の業績は以下のとおりとなりました。 

 売上高     8,760百万円 (前連結会計年度比   3.1％減) 

 営業利益      554百万円 (前連結会計年度比  44.2％増) 

  

 なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて9,138百万円減少し、

19,865百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は18,828百万円(前連結会計年度比11.9％減)となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益7,832百万円、減価償却費19,070百万円、仕入債務の増加額1,538百

万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加額5,000百万円、持分法による投資利益2,313百万円、負ののれん償却額

1,782百万円、法人税等の支払額1,069百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は22,766百万円(前連結会計年度比9.4％減)となりました。 

 支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出1,617百万円、有形固定資産の取得による支出22,418百万

円、収入の主な内訳は、補助金の受入による収入1,678百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は7,701百万円(前連結会計年度は9,170百万円の収入)となりました。 

 支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出14,972百万円、短期借入金の減少額7,944百万円、自己株式の

取得による支出7,566百万円、配当金の支払額2,452百万円、収入の主な内訳は、長期借入れによる収入15,105百万

円、社債の発行による収入10,000百万円であります。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、その内容、構造、形式等は必ずしも一様ではあり

ません。このため、セグメントごとの生産高を表示することは困難であります。そこで、紙パルプ事業の主要生産

会社である当社の当連結会計年度における主たる品種別生産実績を示すと、次のとおりであります。 

  

  

(2) 受注実績 

当社グループは、一部受注生産を行っているものもありますが、大部分は一般市況及び直接需要を勘案して計画

生産を行い、自由契約に基づき販売しております。このため、グループ会社の受注実績を把握することが困難であ

ります。そこで、受注実績については記載を省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

     (当該割合が100分の10未満の相手先については金額の記載を省略しております。) 
  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

区分 生産高(ｔ) 前年同期比(％) 

紙 

洋紙 1,455,280 109.1 

板紙 305,372 96.8 

合計 1,760,651 106.8 

パルプ 1,061,741 106.5 
 

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

紙パルプ事業 195,062 108.9 

パッケージング・紙加工事業 20,062 99.4 

その他 8,760 96.9 

合計 223,886 107.5 
 

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

新生紙パルプ商事㈱ 40,418 19.4 41,164 18.4 

国際紙パルプ商事㈱ 22,705 10.9 25,403 11.3 
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３ 【対処すべき課題】 

（事業環境認識） 

我が国経済は、金融緩和や財政出動等の経済対策による株価上昇、円高の是正等が進展したことを受け、消費

マインドの改善が進み、一部輸出産業等を中心に企業収益の改善もみられ、緩やかな景気回復基調で推移してお

ります。紙パルプ産業につきましては、円安による輸入紙の減少もあり、昨年４月以降は内需の回復がみられる

ようになってきました。しかし、急激な円安による原燃料コストの高騰などにより、厳しい収益状況が続いてお

ります。 

このような事業環境認識のもと、当社は国内基盤のさらなる強化と国際競争力を高めるためのグローバル戦略

を着実に実行し、高効率・高収益体制の構築に向けた様々な経営諸施策を実行してまいります。 

  

（中期経営計画の推進） 

当社グループでは、平成23年４月に、2020年（平成32年）を目標とする長期経営ビジョン「Vision 2020」を

策定し、第１ステップとして平成26年３月まで、中期経営計画「Ｇ-１st」を実行し、グループ全体で生き生き

とした企業風土を醸成し、環境経営のさらなる推進を図るとともに、優れた品質とコスト競争力を有するグロー

バル企業に向けて、成長戦略を推進してまいりました。そして、激変する事業環境の中で、「Ｇ-１st」に続く

「Vision 2020」へ向けた第２ステップとして、平成26年４月から平成29年３月までの新中期経営計画「Ｃ-

next」をスタートさせました。その基本方針は、収益基盤の強化と環境への取り組みの深化を基本に、変化に対

応した新規分野の創造及び事業構成の変革を進め、製紙企業としてさらなる成長に挑戦することであります。 

「Ｃ-next」における重点経営施策は以下のとおりであります。 

  
重点経営施策 

（１）事業構造の変革による収益基盤の強化 

当社グループは主要４事業による収益基盤の強化を推進し、いかなる事業環境下においても、安定した収益を

実現できる体質への変革を目指してまいります。 

洋紙事業については、昨年は、印刷・情報用紙の販売価格の下落や急速な円安による原燃料価格の高騰を受け

て、２度にわたる価格修正を行い、再生産可能な価格への復元に努めてまいりました。今後はサプライチェーン

全体の徹底的な効率化及び積極的輸出戦略の継続による生産効率のさらなる改善を図るとともに、子会社である

北越紀州販売株式会社をはじめとした主力代理店との取り組みを強化し、当社製品の環境優位性を積極的にアピ

ールするなど、さらなる販売力の強化を進めてまいります。 

白板紙事業については、中期経営計画「Ｃ-next」において、中国・白板紙事業を成長戦略の要と位置づけ、

即戦力化を実現し、本格的な海外進出に向けての布石といたします。中国白板紙工場は、本年３月から現地駐在

員を増員し、営業運転に向けた 終段階に入っております。年間30万トンの白板紙工場が稼働することで、当社

は日本で 大の塗工白板紙メーカーとなり、さらに同市場における新たな収益基盤を確立いたします。また、国

内においては、紙加工事業との連携強化、都市立地を活かした「古紙再生クリーン工場」への取り組み及びエネ

ルギー事業等の基盤強化を推進してまいります。 

特殊紙事業については、新製品開発や新規事業・新規市場への展開を加速させることで、より世界市場を対象

に規模拡大を目指してまいります。当社は、平成24年９月にフランスのBernard Dumas S.A.S.（デュマ社）を子

会社化いたしました。当社にとっては新たな製品分野の獲得であると同時にガラス繊維事業の強化につながるも

のであり、欧州における初の生産拠点として、さらなる海外展開につなげてまいります。 

 また当社グループは、本年４月より、子会社の北越東洋ファイバー株式会社へヴァルカナイズドファイバー事

業を集約いたしました。これにより、グローバル市場における競争力をさらに強化させてまいります。そして、

特殊紙事業全般におきまして、国内外顧客に向けた技術志向マーケティングの強化による新製品の開発や新規分

野の展開を推進してまいります。 
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紙加工事業については、成長の見込まれる包装分野を軸に、規模拡大の実現を目指してまいります。具体的に

は、他の主要３事業部門との連携による生産・営業体制の強化及び新規用途・新製品開発の強化を行うととも

に、国内・アジア市場での、当社グループの特色を活かした新規事業を展開いたします。 

当社グループは、これらの主要４事業における国内外の成長市場と新規分野へ積極的な戦略投資を展開するこ

とにより、アジア市場における拡大均衡策を経営の基盤とし、主要４事業の「製品ポートフォリオの転換」及び

日本市場のみならず、成長する海外市場を取り込んだ、グローバルな「地域ポートフォリオの転換」をすすめ、

今後の成長につなげてまいります。 

また、当社グループは、三菱商事株式会社との業務提携契約を締結しており、同社の国際的な信用力と取引基

盤を活用した原材料の調達や、特に中国をはじめとするアジア市場における製品販売に関する協業をこれからも

強化してまいります。 

  
（２）環境への取り組みの深化 

当社は、従来から環境経営を積極的に推進し、製品トンあたりCO2排出量の業界トップクラスの低負荷の維持

とさらなる環境負荷の低減に取り組んでまいりました。この取り組みが評価され、昨年12月には、日本製紙連合

会温暖化対策表彰において「特別賞」を受賞いたしました。さらに本年２月には新潟工場構内において、当社と

三菱商事株式会社の合弁会社であるＭＣ北越エネルギーサービス株式会社を通じ、ガスタービン発電設備と排熱

ボイラーの建設工事を完工し営業運転を開始したことにより、さらなる重油使用量及びCO2排出量の削減につな

げました。 

 また、関東工場（勝田）や子会社である株式会社北越フォレストにおける太陽光発電による売電事業等、自然

エネルギーの有効活用を積極的に推進しております。今後も、環境負荷低減につながる設備投資等を積極的に実

施し、より環境に優しい製品をお客様にご提供することで、地球環境の保全に努めてまいります。 

  
（３）ガバナンスの強化 

当社グループは、企業価値の長期安定的な向上を図るために、公正な企業活動と透明性のある意思決定を通じ

たグループガバナンス体制の強化に努めております。特に、コンプライアンスをガバナンスの柱に据え、定期的

に開催するコンプライアンス・オフィサー会議では、各種法改正の要点解説やコンプライアンス自己点検等を行

っております。 

 また、関係会社数の増加に応じた教育や規程類の見直しを継続的に行うなど、様々な諸施策を実行しておりま

す。平成25年度においては、グループ全体で、暴力団排除条例に対する対応の定期点検等を実施し、グループガ

バナンス強化に向け取り組みを継続してまいりました。 

また、危機管理体制の強化を図るため、当社の主力工場である新潟工場及び紀州工場において、ＢＣＰ（事業

継続計画）を策定いたしました。今後も、定期的な訓練等を通じて迅速な対応と製品供給責任を果たし、信用力

の向上につなげてまいります。 

また、当社は平成24年８月に大王製紙株式会社及び同社関連会社の株式の取得及び譲渡により大王製紙株式会

社を持分法適用関連会社といたしました。平成25年６月には当社より同社へ役員を派遣し、同社のガバナンスの

強化につなげるとともに、両社の提携関係をさらに強固なものとすることによって、その効果の 大化に向けて

今後も取り組んでまいります。 

今後も、「北越紀州製紙企業理念」で掲げる「法を遵守し、透明性の高い企業活動により信頼される企業」と

して、すべてのステークホルダーの皆様からの信頼をもとに、持続的な成長を果たしてまいります。 
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(株式会社の支配に関する基本方針) 

(1) 当社の基本方針の内容の概要 

当社は、先進の技術と従業員の強固な信頼関係をベースとして、環境負荷を低減した紙素材の提供を通して、

顧客・株主・取引先・地域社会等に貢献できる会社となり、同時に企業価値の長期安定的な向上を図ることを、

経営の 重要課題と認識しております。従いまして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。 

当社は、株式の大量買付であっても、当社自身の企業価値を増大させ、株主共同の利益を向上させるものであ

れば、これを一概に否定するものではありません。会社の支配権の移転については、 終的には株主全体の意思

に基づき行われるべきものと認識しております。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て却って企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等につ

いて検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの等、対

象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず見受けられます。 

当社の属する製紙産業は、設備の投資から回収まで長期間を要するものであり、中長期的視点での経営判断が

必要とされます。当社は適宜・適切な設備投資を実施し、国際競争力を確保して参りましたが、こうした努力が

当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられなくてはなりません。また、当社の競

争力の源泉は設備の比較優位性だけでなく、需要家の皆様から当社製品の品質と短期間での納品をはじめとした

お客様の要請に応えるきめ細かなサービスに対して、多くの御支持を頂いていることにあります。さらに、当社

グループ従業員の一体感を持った、高いモチベーションや、当社とその事業がなされる地域社会との関係も重要

と考えられます。これらが当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上にとって不可欠であると考え

ております。 

当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社の企業価値の源泉を十分に

理解したうえで、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければなら

ないと考えております。従いまして、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある株式の

大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。 

(2) 基本方針実現に資する特別な取組みの概要 

当社グループは、明治40年の創業以来、一貫して紙素材を社会に提供することにより、社会経済の発展と生活

文化の向上に努めております。また、国際的な競争力を有し、持続的な成長を可能とすることにより企業価値の

長期安定的な向上を図ることを、経営の 重要課題と捉えております。そのため、いかなる事業環境下において

も持続的な成長を目指し、さらに企業価値を向上させるため、2020年（平成32年）を目標とする長期経営ビジョ

ン「Vision 2020」の第２ステップとして、前述のとおり、平成26年４月より新中期経営計画「Ｃ－next」に取

り組んでおります。ここで掲げた基本方針、経営目標を実現することにより、企業価値、ひいては株主共同の利

益の向上に努めてまいります。 
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(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組みの概要 

当社は、平成25年５月14日開催の取締役会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）」（以下「本プラン」という。）の更新を決議し、同年６月25日開催の第175回定時株主総会において、本

プランは株主の皆様のご承認をいただき、更新されました。 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の20％以上の

買付等が行われる場合に、買付者等に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等

についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主に対して当社経営陣の計画や代替案等を提示した

り、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めるものです。 

買付者等が、本プランに定める手続に従うことなく買付等を行う場合や、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など、買付等が本プランに定められた客観的

な発動要件に該当し、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合は、当社は、会社法その他の法律

及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置（以下「対抗措置」という。）をとり、当該買付等に対抗

することがあります。当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点で も適切

と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、現時点における具体的な対抗措置としては、新株予

約権の無償割当てを行うことを予定しており、その場合には、当該買付者等による権利行使は認められないなど

の差別的行使条件及び当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得するなどの差別的取得条

項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降

に規定されます。）により割り当てます。 

なお、対抗措置の発動、不発動または中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、当

社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主に対して適時に情報開示を

行うことにより透明性を確保することとしています。 

本プランの有効期間は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結時までとし、本プランの有効期間の満了前

であっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは

当該決議に従いその時点で変更または廃止されます。また、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。 

本プランの導入（更新）時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資

家の皆様の権利に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、対抗措置が発動され、新株予約権無償割

当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みを行わないと、他の株

主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。ただし、当社

は、買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがありま

す。当社が係る取得の手続を取った場合、買付者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使及び行使価額相当の

金銭の払込みをせずに当社株式を受領することとなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じませ

ん。 
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(4) 上記の取組みに対する取締役会の判断及びその理由 

本プランは、当社株式に対する買付等が行われた場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断

し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付

者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

るという目的をもって導入されるものです。従いまして、本プランは、当社の基本方針に沿うものであって、経

済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防

衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原

則、必要性・相当性確保の原則）も完全に充足しています。  

また、本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の

変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。   

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動

等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しております。独立委員会は、

当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役もしくは社外監査役または社外の有識者のいず

れかに該当する委員３名以上により構成されます。また、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報

開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われ

る仕組みが確保されています。本プランの発動については、予め定められた合理的な客観的発動要件が充足され

なければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保

しているものといえます。 

このように、本プランは高度の合理性を有しており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するもので

あって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。  
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４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財政状態

等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

(1) 製品需要及び価格の変動について 

当社グループは、紙パルプ事業及びパッケージング・紙加工事業を主力事業としておりますが、景気後退によ

る需要減少の影響を受けることがあります。また、当社グループの製品は市況品の割合も高いため、経済情勢の

変動に伴い製品価格が変動するリスクがあります。これらの製品需要及び価格の変動が、当社グループの経営成

績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 原燃料市況の変動について 

当社グループが購入している主原燃料は、国内外の市況に大きく影響を受け、価格が変動するリスクがありま

す。原燃料の購入価格変動が、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3) 為替変動について 

当社グループは、製品輸出に比べ原燃料輸入の割合が高く、米ドル、豪ドル等の決済外貨の変動が、原燃料購

入価格に影響を与えます。これらの影響を回避するため、一部為替予約によるリスクヘッジを実施しております

が、完全なリスク回避は不可能です。従って、為替変動が、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

(4) 海外の政治、経済情勢の変動について 

当社グループが購入している主原燃料は、海外からの輸入が大きな割合を占めております。調達国や地域の政

治、経済情勢の予期しえぬ変動により、原燃料確保の困難な状況や、大幅な価格上昇が生じた場合には、当社グ

ループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、海外の政治、経済情勢の変動が、海

外の子会社の経営成績及び財政状態や、海外における各種活動に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5) 金利変動について 

当社グループの総資産に対する有利子負債の比率は、前連結会計年度末が37.0％、当連結会計年度末が38.2％

となっております。 

 今後の金利動向によっては、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(6) 法規制及び訴訟について 

当社グループの事業は、様々な法令の規制を受けており、事業遂行にあたりコンプライアンスを重視し、法令

遵守を旨としております。しかし、訴訟等のリスクに晒される可能性がないとは言えません。その場合には、当

社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(7) 自然災害等について 

当社グループでは、「北越紀州製紙グループ危機管理規程」を設け、災害等による損失に対処する態勢をとっ

ていますが、地震、洪水等の自然災害、事故やテロのような予測不可能な事由により、生産設備等が大きな損害

を受けることも考えられます。その場合には、生産の継続が困難になるとともに、その復旧に多大な費用と時間

が掛かることにより、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(8) 設備投資について 

紙・パルプ業界では、競争力を維持するために生産コストの継続的低減、品質の向上及び生産設備の改善は不

可欠であります。当社グループの生産設備改善のための設備投資の実行の判断は、当社グループによる製品市場

の需給予測等に基づいておりますが、市場の動向によっては新規設備の稼働率が上がらない可能性があります。

この場合、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 
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(9) 提携契約について 

当社は持分法適用関連会社の大王製紙株式会社と総合技術提携基本契約を、主要株主である三菱商事株式会社

と業務提携契約を締結しております。これらの提携関係は、当社の国際競争力向上、企業価値向上に資するもの

であります。しかしながら、これらの提携先との関係に変更が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財

政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(10) 企業買収等について 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、

向上させる者でなければならないと考えております。しかしながら、株式の大量買付の中には、買収者側の一方

的かつ恣意的な条件を付したもので、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず

見受けられます。こうした行為があった場合、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性が

あります。 
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５ 【経営上の重要な契約等】 

  業務提携契約 

（注）合意により、契約期間を平成26年７月20日まで１年間自動更新いたしました。 

  

  
  
６ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発部門は、技術開発本部下にある研究所と技術開発部を中心に構成されております。さらに

各工場でも現場に立脚した新製品開発や品質改善及びコストダウン等を行っております。技術開発本部がこれらの研

究開発活動を総括し、技術開発部が営業部門や工場の製造部門及び研究所と緊密な連携をとり、顧客の要望に直結し

た製品開発を行っております。また、各事業本部をバックアップすべく、研究開発部門でも 大の効果を上げるため

の取り組みを進めてまいりました。 

 紙パルプ事業の研究開発活動の項目は以下のとおりであります。 

 (セグメント別では、紙パルプ事業の占める割合が大きいため、その他のセグメントについては省略しておりま

す。) 

  

(1) 印刷用紙および白板紙分野 

印刷用紙、白板紙両分野とも品質改善や新製品開発を積極的に進めると共にコストダウンや効率改善等の研究に

も注力しております。また、中期経営計画の柱でもある海外展開に呼応して、国際市場での競争力強化のための研

究開発を推進しております。印刷用紙分野では新潟・紀州両工場のパルプ・紙一貫生産の優位性の追求による 適

生産体制の構築を基本としながら、各抄紙機の特徴を活かした新製品開発やユーザーニーズに対応した品質改善を

営業部門及び研究開発部門と連携しながら進めております。出版の「軽量化」を求める声に対応した嵩高微塗工紙

の開発に取り組み、昨年の春に「ＨＳライトフォース」を上市いたしました。また、効率的な平判断裁能力・仕上

設備能力向上、さらなるコストダウンにより海外市場での競争力強化を継続的に図っております。白板紙分野では

営業部門と連携しながら、市場ニーズに対応した新製品開発・品質改善を進めており、特に医薬品用途向けで夾雑

物のより少ない製品を開発し、今年より営業生産を行っています。今後は小ロット・短納期を可能としたデジタル

印刷の普及、拡大が見込まれており、これに対応したオフセット・インクジェット共用紙の開発を進めておりま

す。一方、今年開始する中国での白板紙現地生産については、品質設計や設備に適合した塗料設計等ソフト面の研

究開発がほぼ完了し、スタートアップに向けて 終確認作業を進めております。 

(2) 機能紙、特殊紙・情報用紙分野 

機能紙分野では、品質改善やコストダウンに取り組むと共に、空気清浄用フィルター分野では、通気抵抗が低

く、高機能を満足する差別化製品の開発に取り組んでおります。濾過・分離分野については気体のみならず液体も

対象として各種素材を利用した新製品開発に取り組んでおります。また、フランスのBernard Dumas S.A.S.（デュ

マ社）と鉛蓄電池用セパレータ及び空気清浄用フィルターに関する技術交流を進めており、新たな製品開発や品質

改善に取り組んでおります。特殊紙・情報用紙分野では、大学ともタイアップし、新しいコンセプトのファンシー

ペーパーをはじめとして、個別顧客ニーズに対応した、多面的な新製品開発を進めております。 

 

契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容 契約期間 

北越紀州 
製紙㈱ 

三菱商事㈱ 平成18年７月21日 
業務提携 

原材料の調達、国内外の
紙販売に関する協業等 

平成18年７月21日から 
５年間(以後１年毎の自動
更新規定あり)(注) 

北越紀州 
製紙㈱ 

大王製紙㈱ 平成24年11月14日 

総合技術提携 
両社が共通して製造する
製品全般の製造技術及び
各工場の運営技術 

平成24年11月14日から 
５年間(以後１年毎の自動
更新規定あり) 
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(3) パルプ 

パルプ原料用木材について、産地や樹種の違いによる蒸解特性の違いや、化学的成分分析に基づく 適パルプ化

技術の研究等を進めております。また、セルロースナノファイバーに関する基礎的な研究を行っております。これ

らの研究は、大学との共同研究を中心に進めております。 

  

当連結会計年度の当セグメントにおける研究開発費は750百万円であります。 

 なお、パッケージング・紙加工事業における研究開発費は17百万円であり、パッケージング・紙加工事業等を含

めた全セグメントの研究開発費は768百万円であります。 

  

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ

れております。この連結財務諸表の作成にあたって、見積りの評価が必要な事項につきましては、合理的な基

準に基づき実施しております。  

 なお、個々の「重要な会計方針及び見積り」については、「第５ 「経理の状況」 １「連結財務諸表等」

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」」に記載のとおりです。 

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析 

総資産は、前連結会計年度末に比べて7,589百万円増加し、350,769百万円となりました。これは主として、

中国における白板紙製造設備、ＭＣ北越エネルギーサービス㈱による天然ガス発電設備への設備投資等によ

り、有形固定資産が5,063百万円、保有株式の株価上昇等により投資その他の資産が3,884百万円増加したこと

によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べて7,422百万円増加し、189,521百万円となりました。これは主として、有

利子負債が7,019百万円増加したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて167百万円増加し、161,247百万円となりました。これは主として、自

己株式の取得等により7,574百万円、剰余金の配当により2,441百万円それぞれ減少した一方で、当期純利益に

より6,243百万円、その他有価証券評価差額金により2,184百万円、為替換算調整勘定により1,549百万円、退職

給付に係る調整累計額により520百万円それぞれ増加したことによるものです。 

(3) 当連結会計年度の経営成績の分析 

① 売上高 

当連結会計年度の売上高は223,886百万円となり、前連結会計年度と比べ15,596百万円(7.5％)の増収となり

ました。これは主として、円安を背景とした、輸入紙の減少等による洋紙の国内販売数量の増加や輸出販売価

格の上昇等によるものです。 

② 経常利益 

当連結会計年度の経常利益は8,583百万円となり、前連結会計年度と比べ2,141百万円(20.0％)の減益となり

ました。これは、販売価格の修正や各種コストダウンを実施したものの、原燃料価格の高騰等によるもので

す。 

③ 特別損益 

当連結会計年度の特別損益は750百万円の損失(純額)となり、前連結会計年度と比べ291百万円の損失(純額)

の増加となりました。これは主として、固定資産除売却損が609百万円減少したものの、固定資産売却益が516

百万円減少したことや当連結会計年度にヴァルカナイズドファイバー製造設備の事業集約による事業再編損402

百万円を計上したことによるものです。 

④ 当期純利益 

以上の結果、当連結会計年度の当期純利益は6,243百万円となり、前連結会計年度と比べ2,136百万円

(25.5％)の減益となりました。 

(4) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況については、「第２ 「事業の状況」 １「業績等の概要」」に記載のとおりで

あります。 
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(5) 次期の見通し 

次期の我が国経済は、当面、消費増税に伴う駆け込み需要の反動があるものの、各種経済政策の効果や消費

の回復によって、緩やかに回復していくことが期待されます。しかしながら、一方では新興国経済の成長鈍化

や地政学リスクによる景気の下振れも懸念されます。 

 このような状況下で、当社グループにおきましては、依然として、原燃料価格高騰の状況は継続するもの

の、平成26年３月期に実施した販売価格修正の効果が期を通じて寄与することが見込まれます。なお、当社と

しましては、引き続きすべての項目にわたる徹底的なコストダウン等の収益対策に取り組んでまいります。 
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第３ 【設備の状況】 

  

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度における設備投資は、海外プロジェクト関連、生産性向上並びに競争力強化を中心に実施しており

ます。 

 その中で主なものには、次のものがあります。 

  

紙パルプ事業 

  

なお、当連結会計年度における設備投資総額(無形固定資産を含む)は、23,918百万円であります。 

 (金額には、消費税等は含まれておりません。) 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

平成26年３月31日現在 

  

  
ＭＣ北越エネルギーサー

ビス㈱ 
本社 天然ガス発電設備 5,613百万円 

  江門星輝造紙有限公司  本社工場 白板紙製造設備建設工事(第１期) 10,139百万円 
 

事業所名 
(所在地) 

セグメントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円) 従業 
員数 
(名) 

摘要 
建物及び 
構築物 

機械装置 
及び運搬具

土地 
(面積㎡) 

リース 

資産 
その他 合計 

新潟工場 
(新潟県新潟市 
東区) 

紙パルプ事業 
パルプ・洋紙・
板紙生産設備 

18,871 59,902
5,450

(747,015)
[17,000]

2 244 84,471 532 (注)４

長岡工場 
(新潟県長岡市) 

紙パルプ事業 
洋紙・ファイバ
ー・繊維板・特
殊紙生産設備 

2,566 3,065
118

(157,576)
3 124 5,879 237 (注)３

関東工場(市川) 
(千葉県市川市) 

紙パルプ事業 板紙生産設備 1,587 4,106
430

(87,922)
2 156 6,282 113   

関東工場(勝田) 
(茨城県ひたち 
なか市) 

紙パルプ事業 板紙生産設備 1,490 6,621
476

(398,308)
― 557 9,146 109   

紀州工場 
(三重県南牟婁 
郡紀宝町) 

紙パルプ事業 
パルプ・洋紙生
産設備 

2,674 8,871
954

(331,844)
[14,467]

1,248 385 14,134 254 (注)４

大阪工場 
(大阪府吹田市) 

紙パルプ事業 塗工設備 390 151
6,915

(104,885)
343 15 7,816 50   

研究所 
(新潟県長岡市) 

紙パルプ事業 ― 145 0 ― ― 54 200 38 (注)３

本社他 
(東京都中央区 
他) 

紙パルプ事業 ― 1,417 3
1,482

(32,681)
[367]

4 1,064 3,972 228
(注)４
(注)５

国内資源部 紙パルプ事業 ― 8 0
68

(22,399)
― 0 77 ― (注)６
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(2) 国内子会社 

平成26年３月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定及び無形固定資産の合計であります。な

お、金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 提出会社の帳簿価額には、連結子会社以外へ貸与中の土地480百万円(31,595㎡)、建物519百万円を含んで

おります。 

３ 研究所の土地は長岡工場に含んでおります。 

４ 土地及び建物の一部を賃借しており、賃借している土地の面積については[ ]で外書きしております。 

５ 本社欄には社宅用地511百万円(5,145㎡)、建物210百万円を含んでおります。 

６ 上記のほか、国内資源部に山林用地として15百万円(6,657ha)があります。 

７ 主な子会社の事業所名及び所在地は各子会社の代表的な事業所名及び所在地を記載しております。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２ 為替レートの変動により、投資予定額の総額が減少しております。 

    また、為替レートの変動により、今後の投資予定額の総額に変更もあり得ます。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

  

当連結会計年度末において、重要な設備の除却等の計画はありません。 

  

 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額(百万円) 
従業 
員数 
(名) 

摘要 
建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬

具 

土地 
(面積㎡)

リース 
資産 

その他 合計 

北越紙精選㈱ 
本社 
(新潟県新潟
市東区) 

紙パルプ事業 
紙 類 の 断
裁・包装設
備 

19 2,503
24

(595)
140 31 2,720 362   

北越パッケー 
ジ㈱ 

勝田工場 
(茨城県ひた 
ちなか市) 

パッケージン
グ・紙加工事
業 

紙器及び紙
加工設備 

1,346 3,352
24

(991)
2 90 4,815 272   

㈱ビーエフ 

本社、所沢工
場 
(埼玉県所沢
市) 

パッケージン
グ・紙加工事
業 

印刷・紙加
工設備 

332 316
887

(18,458)
251 42 1,829 135   

北越物流㈱ 
本社 
(新潟県新潟
市東区) 

その他 
運搬設備・
倉庫 

188 91
1,420

(46,296)
[1,937]

― 63 1,763 170 (注)４

㈱北越エンジ 
ニアリング 

本社、新潟事
業所 
(新潟県新潟
市東区) 

その他 
建設・修繕
設備 

234 124
171

(15,174)
[337]

8 52 591 178 (注)４

 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

セグメント 
の名称 

設備の内容 

投資予定額 
(百万円) 資金調達 

方法 

着手及び完了予定 

備考 

総額 既支払額 着手 完了 

江門星輝造
紙有限公司 

本社工場 

（中国広東省） 
紙パルプ事業 

白板紙製造設
備建設工事 
（第１期） 

14,300
(注)２

11,634
自己資金及
び借入金 

平成24年４月 平成26年８月 
300,000 
トン／年 

北越紀州製
紙㈱ 

新潟工場 

（新潟県新潟市 

 東区） 

紙パルプ事業 
パルプ薬品回
収工程増強 

2,900 ―
自己資金及
び借入金 

平成26年１月 平成27年４月 
操業安定、
エネルギー
コスト改善 
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第４ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

 (注)平成26年２月13日開催の取締役会決議に基づき、平成26年４月１日をもって、単元株式数を500株から100株に変

更しております。 

  
(2) 【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 
  
①平成23年６月24日取締役会決議 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 500,000,000 

計 500,000,000 
 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成26年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成26年６月26日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名 
内容 

普通株式 209,263,814 209,263,814 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

単元株式数は500株であり
ます。 

計 209,263,814 209,263,814 ― ― 
 

  
事業年度末現在 

（平成26年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成26年５月31日） 

新株予約権の数(個) 178 (注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 89,000 (注)２ 89,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成23年７月12日 
至 平成38年７月11日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  429 
資本組入額  215 

同左 

新株予約権の行使の条件  (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとしま
す。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  (注)４ 同左 
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    ２ 新株予約権の目的となる株式の数 

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当

社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 

 調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効

力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少

して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われ

る場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以

降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合

には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」といいます。）に通知または

公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後

速やかに通知または公告いたします。 

   ３ 新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から１年後または当社取締役の地位を喪失した日の、いずれか

早い日から行使することができます。 

(2)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して５年が経過したときには、以後新株

予約権を行使することができないものとします。 

(3)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下に定める場合（ただし、

新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計

画において定められている場合を除きます。）には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使できる

ものとします。 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転

計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされ

た場合）・・・当該承認日の翌日から15日間 

  (4)前記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。 

(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとしま

す。  

  (6)その他の条件については、新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとします。  

 

― 25 ―



    ４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当

社が分割会社となる場合に限ります。）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社とな

る場合に限ります。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合には、組織再編

行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社

の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立

の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の

日をいいます。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで

に掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することといたし

ます。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定いたします。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とし

ます。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とします。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。 

ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記イ記載の資本

金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま

す。 
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⑧新株予約権の取得条項 

以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得すること

ができます。 

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

ロ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

ニ  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

ホ  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

   ⑨その他の新株予約権の行使の条件 

    前記新株予約権の行使の条件に準じて決定いたします。 

  

②平成24年６月29日取締役会決議 

(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

    ２ 新株予約権の目的となる株式の数 

 「１(２)①平成23年６月24日取締役会決議」の(注)２に記載のとおりであります。 

   ３ 新株予約権の行使の条件 

   「１(２)①平成23年６月24日取締役会決議」の(注)３に記載のとおりであります。 

   ４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

 「１(２)①平成23年６月24日取締役会決議」の(注)４に記載のとおりであります。 

  

 

  
事業年度末現在 

（平成26年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成26年５月31日） 

新株予約権の数(個) 307 (注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 153,500(注)２ 153,500 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成24年７月18日 
至 平成39年７月17日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  315 
資本組入額  158 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとしま
す。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  (注)４ 同左 
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③平成25年６月25日取締役会決議 

(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

    ２ 新株予約権の目的となる株式の数 

 「１(２)①平成23年６月24日取締役会決議」の(注)２に記載のとおりであります。 

   ３ 新株予約権の行使の条件 

   「１(２)①平成23年６月24日取締役会決議」の(注)３に記載のとおりであります。 

   ４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

 「１(２)①平成23年６月24日取締役会決議」の(注)４に記載のとおりであります。 

  

 

  
事業年度末現在 

（平成26年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成26年５月31日） 

新株予約権の数(個) 234 (注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 117,000(注)２ 117,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成25年７月13日 
至 平成40年７月12日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  360 
資本組入額  180 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとしま
す。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  (注)４ 同左 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注)１ 平成21年10月１日を効力発生日とする当社と紀州製紙㈱との株式交換に伴う新株発行によるものであります。

  発行株数 13,756千株、発行価格 １株当たり429円、資本組入額 １株当たり０円 

株式の種類別交換比率は、紀州製紙㈱の普通株式１株に対して、0.195株の当社の普通株式を割当交付しまし

た。 

  ２ 当社自己保有株式の消却により、発行済株式総数が減少しております。 

  

(6) 【所有者別状況】 

平成26年３月31日現在 

(注) 上記「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式がそれぞれ40,043単元及び286株含まれて

おります。 

  

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高 
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成21年10月１日(注)１ 13,756 227,808 ― 42,020 5,191 45,435 

平成21年11月12日(注)２ △18,367 209,441 ― 42,020 ― 45,435 

平成21年12月３日(注)２ △177 209,263 ― 42,020 ― 45,435 
 

区分 

株式の状況(１単元の株式数500株) 

単元未満 
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

  
― 

55 30 307 153 2 4,952 5,499 ― 

所有株式数 
(単元) 

  
― 

148,547 15,713 134,332 37,409 5 79,603 415,609 1,459,314 

所有株式数 
の割合(％) 

  
― 

35.74 3.78 32.32 9.00 0.00 19.16 100.00 ― 
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(7) 【大株主の状況】 

平成26年３月31日現在 

(注)１ 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)の所有株式は、

信託業務に係る株式であります。 

  ２ 上記の他に、当社保有の自己株式20,021千株(9.57%)があります。 

  ３ 株式会社みずほ銀行は、平成25年７月１日に株式会社みずほコーポレート銀行が株式会社みずほ銀行と合併

し、名称を変更したものであります。 

  ４ 株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、みずほ投信

投資顧問株式会社から、平成25年11月８日付で提出された大量保有報告書により、平成25年10月31日現在で

以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、当事業年度末時点における実質所

有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。 

    なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりです。 

  

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 36,619 17.50 

日本マスタートラスト信託銀行
㈱（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 13,309 6.36 

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 8,186 3.91 

日本興亜損害保険㈱ 東京都千代田区霞が関三丁目７番３号 4,499 2.15 

北越紀州持株会 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番２号 4,358 2.08 

大王製紙㈱ 愛媛県四国中央市三島紙屋町２番60号 4,286 2.05 

川崎紙運輸㈱ 神奈川県川崎市川崎区浮島町12番２号 4,286 2.05 

㈱第四銀行 
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町 
1071番地１ 

4,217 2.02 

㈱北越銀行 新潟県長岡市大手通二丁目２番地14 4,215 2.01 

㈱みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 3,600 1.72 

計 ― 87,578 41.85 
 

氏名又は名称 住所 
保有株式数等の数

（千株） 
株券等保有割合

（％） 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 3,600 1.72 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 776 0.37 

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 4,620 2.21 

みずほ投信投資顧問株式会社 東京都港区三田三丁目５番27号 722 0.35 
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(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成26年３月31日現在 

(注)当社は、平成25年12月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき自己株式16,000,000株を取得することを決議し、同年12月27日に自己株式15,121,000株

を約定し、平成26年１月７日に取得いたしました。 

  
② 【自己株式等】 

平成26年３月31日現在 

(注)当社は、平成25年12月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき自己株式16,000,000株を取得することを決議し、同年12月27日に自己株式15,121,000株

を約定し、平成26年１月７日に取得いたしました。 

 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 
普通株式 

20,021,500 
― ― 

(相互保有株式) 
普通株式 

23,500 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

187,759,500 
375,519 ― 

単元未満株式 
普通株式 

1,459,314 
― ― 

発行済株式総数 209,263,814 ― ― 

総株主の議決権 ― 375,519 ― 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式)           

北越紀州製紙㈱ 
新潟県長岡市西蔵王 
三丁目５番１号 

20,021,500 ― 20,021,500 9.57 

(相互保有株式)           

㈱ニッカン 
新潟県長岡市西蔵王 
三丁目５番１号 

23,500 ― 23,500 0.01 

計 ― 20,045,000 ― 20,045,000 9.58 
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(9) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用しております。 

①平成23年６月24日開催の取締役会において決議された新株予約権は次のとおりであります。 

  

②平成24年６月29日開催の取締役会において決議された新株予約権は次のとおりであります。 

 

決議年月日 平成23年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役（社外取締役を除く。） 11 

新株予約権の数（個） 234 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 117,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

決議年月日 平成24年６月29日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役（社外取締役を除く。） 11 

新株予約権の数（個） 「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の目的となる株式の種類 同上 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 
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③平成25年６月25日開催の取締役会において決議された新株予約権は次のとおりであります。 

  

④平成26年６月26日開催の取締役会において決議された新株予約権は次のとおりであります。 

 (注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

     ２ 新株予約権の目的となる株式の数 

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当

社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

       調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効

力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少

して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われ

る場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以

降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合

 

決議年月日 平成25年６月25日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役（社外取締役を除く。）  ９ 

新株予約権の数（個） 「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の目的となる株式の種類 同上 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

決議年月日 平成26年６月26日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役（社外取締役を除く。）  ９ 

新株予約権の数（個） (注)１ 160 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） (注)２ 80,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１ 

新株予約権の行使期間 平成26年7月12日～平成41年7月11日   

新株予約権の行使の条件 (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要す

るものとします。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

(注)４ 
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には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」といいます。）に通知または

公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後

速やかに通知または公告いたします。 

   ３ 新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から１年後または当社取締役の地位を喪失した日の、いずれか

早い日から行使することができます。 

(2)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して５年が経過したときには、以後新株

予約権の行使をすることができないものとします。 

(3)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下に定める場合（ただ

し、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移

転計画において定められている場合を除きます。）には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使で

きるものとします。 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転

計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされ

た場合）・・・当該承認日の翌日から15日間 

 (4)前記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。 

 (5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとし

ます。  

 (6)その他の条件については、新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとします。 

      ４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当

社が分割会社となる場合に限ります。）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社とな

る場合に限ります。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合には、組織再編

行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社

の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立

の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の

日をいいます。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま

でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することといた

します。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併

契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件としま

す。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定いたします。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に

前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

します。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再

編対象会社の株式１株当たり１円とします。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

  新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。 
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⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げます。 

 ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記イ記載の資本金

等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとし

ます。 

⑧新株予約権の取得条項 

  以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する

ことができます。 

 イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

 ロ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

 ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

 ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案 

 ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

 前記新株予約権の行使の条件に準じて決定いたします。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

 会社法第155条第３号による取得 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 ①会社法第155条第７号による取得 

(注)  当期間における取得自己株式には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数・価額は含めておりません。 

  

 ②会社法第155条第13号による取得 

(注) 連結子会社からの現物配当によるものであります。 

 

【株式の種類等】 
会社法第155条第３号、会社法第155条第７号及び会社法第155条第13号による普通

株式の取得 
 

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円) 

取締役会(平成25年12月26日)での決議状況 
(取得期間 平成25年12月27日) 

16,000,000 8,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 15,121,000 7,560 

残存決議株式の総数及び価額の総額 879,000 439 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 5.5 5.5 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 5.5 5.5 
 

区分 株式数(株) 価額の総額（百万円） 

当事業年度における取得自己株式 12,620 5 

当期間における取得自己株式（注） 525 0 
 

区分 株式数(株) 価額の総額（百万円） 

当事業年度における取得自己株式（注） 1,391,500 ― 

当期間における取得自己株式 ― ― 
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 (注)１ ①当期間における処理自己株式には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 

      買増しによる株式数・価額は含めておりません。 

     ②当期間における保有自己株式には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 

      買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。 

   ２ 当事業年度及び当期間の内訳は、単元未満株式の買増しによるものです。 

  

 

区分 
当事業年度 当期間(注)１ 

株式数(株) 
処分価額の総額 

(百万円) 
株式数(株) 

処分価額の総額 
(百万円) 

引き受ける者の募集を行った取得自
己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る移
転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他（新株予約権の権利行使） 28,000 12 ― ― 

その他 （注）２ 1,891 0 ― ― 

保有自己株式数 20,021,786 ― 20,022,311 ― 
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３ 【配当政策】 

当社は、長期展望に立って積極的な事業展開を推進しつつ、企業体質の強化充実を図りながら、株主の皆様へ安定

的な利益還元を行うことを重要な経営方針の一つとして考えております。 

 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間

配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

 この方針に基づき、株主の皆様のご支援にお応えするため、当期末の配当金につきましては、１株につき普通配当

金６円と致しました。 

 これにより中間配当金を含めました当事業年度の年間利益配当金は１株につき12円となります。 

 なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

  

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場であります。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場であります。 

  

 

  決議年月日 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額 

(円) 

  
平成25年11月13日 

取締役会決議 
1,234 6.00 

  
平成26年６月26日 

定時株主総会決議 
1,135 6.00 

 

回次 第172期 第173期 第174期 第175期 第176期 

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 

高(円) 513 499 573 550 563 

低(円) 397 338 434 339 378 
 

月別 
平成25年 
10月 

11月 12月 
平成26年 
１月 

２月 ３月 

高(円) 490 498 509 497 477 527 

低(円) 427 430 455 438 401 451 
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５ 【役員の状況】 
  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 
株式数
(千株)

代表取締役 
社長 
ＣＥＯ 

  岸 本 晢 夫 
昭和20年 
５月16日生 

昭和44年７月 三菱商事㈱入社 

(注)３ 123 

平成７年７月 同社製紙原料部長 

平成11年３月 当社参与物資本部資材部長 

平成11年６月 当社取締役物資本部副本部長兼資材部長 

平成13年６月 当社常務取締役物資本部長 

平成16年６月 当社専務取締役物資本部長 

平成18年７月 当社代表取締役副社長 

平成19年６月 当社代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ 

平成20年４月 当社代表取締役社長 ＣＥＯ(現) 

平成23年６月 星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現) 

平成23年10月 江門星輝造紙有限公司 董事長(現) 

常務取締役 

洋紙事業本
部長兼紙加
工事業本部
長 

佐 々 木 孝 行 
昭和24年 
４月17日生 

昭和49年５月 紀州製紙㈱入社 

(注)３ 46 

平成20年６月 同社代表取締役社長 

平成21年６月 当社常務取締役 

平成23年４月 当社常務取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当 

平成25年６月

  
平成26年４月

  
平成26年６月

平成26年６月

当社常務取締役洋紙事業本部長兼営業企画部担当兼営業

支社担当           

当社常務取締役洋紙事業本部長兼紙加工事業本部長兼営

業企画部担当兼営業支社担当 

当社常務取締役洋紙事業本部長兼紙加工事業本部長(現) 

㈱ビーエフ 代表取締役社長(現) 

常務取締役 
洋紙事業本
部新潟工場
長 

土 田 道 夫 
昭和25年 
４月29日生 

昭和49年４月 当社入社 

(注)３ 48 

平成17年６月 当社取締役関東工場副工場長 

平成19年６月 当社取締役関東工場長 

平成21年６月 当社取締役長岡特殊紙事業部長 

平成23年４月 当社取締役洋紙事業本部兼白板紙事業本部新潟工場長 

平成23年６月

平成26年４月

平成26年６月

当社常務取締役洋紙事業本部兼白板紙事業本部新潟工場長 

当社常務取締役洋紙事業本部新潟工場長(現) 

北越紙精選㈱ 代表取締役社長(現) 

常務取締役 

経営企画部
担当兼経営
管理部担当
兼情報シス
テム部担当 
兼チーフ・
コンプライ
アンス・オ
フィサー 

松 木 和 道 
昭和26年 
８月17日生 

昭和51年４月 三菱商事㈱入社 

(注)３ 29 

平成21年４月 同社理事コーポレート担当役員補佐兼コンプライアンス

総括部長 

平成23年４月 当社執行役員内部統制監査室担当兼法務担当兼新事業推

進室長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 

平成23年６月

  
平成25年６月

 
  

当社取締役内部統制監査室担当兼法務担当兼新事業推進

室長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 

当社常務取締役経営企画部担当兼経営管理部担当兼情報

システム部担当兼チーフ・コンプライアンス・オフィサ

ー(現) 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 
株式数
(千株)

常務取締役 
技術開発本
部長兼環境
統括部担当 

青 木 昭 弘 
昭和26年 
９月28日生 

昭和50年４月 当社入社 

(注)３ 26 

平成21年６月 当社執行役員関東工場副工場長 

平成23年６月 当社取締役白板紙事業本部関東工場副工場長 

平成25年６月

  
平成26年４月

  
平成26年６月

平成26年６月

当社取締役白板紙事業本部長兼関東工場長兼紙加工事業

本部長 

当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当兼白板紙事

業本部長兼関東工場長 

当社常務取締役技術開発本部長兼環境統括部担当(現) 

㈱北越エンジニアリング 代表取締役社長(現) 

取締役 

内部統制監
査室担当兼
総務部担当
兼人事部担
当兼連結経
営基盤強化
担当兼秘書
室担当兼コ
ンプライア
ンス室長 

韮 沢   清 
昭和27年 
９月19日生 

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 14 

平成21年11月 当社新潟工場事務部長 

平成24年４月 当社執行役員洋紙事業本部新潟工場事務部長 

平成25年６月 当社執行役員総務部副担当兼人事部副担当 

平成25年６月 当社取締役内部統制監査室担当兼総務部担当兼人事部担

当兼連結経営基盤強化担当兼秘書室担当兼コンプライア

ンス室長(現) 

取締役 

洋紙事業本
部副本部長
兼営業企画
部担当兼西
日本担当兼
営業企画部
長 

坂 本 正 紀 
昭和28年 
３月５日生 

昭和50年４月 紀州製紙㈱入社 

(注)３ 14 

平成18年６月 同社執行役員営業本部洋紙営業部長 

平成21年６月 同社執行役員営業本部長代理 

平成23年４月 当社執行役員特殊紙事業本部長 

平成23年10月 東拓（上海）電材有限公司 董事長 

平成25年６月

平成26年６月

当社取締役洋紙事業本部副本部長 

当社取締役洋紙事業本部副本部長兼営業企画部担当兼西

日本担当兼営業企画部長(現) 

取締役 
江門星輝造
紙有限公司
執行董事 

鈴 木   裕 
昭和28年 
６月28日生 

昭和49年４月 当社入社 

(注)３ 19 

平成17年３月 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 

平成21年９月 当社技術開発本部技術開発部長 

平成23年４月 当社執行役員技術開発本部技術開発部長 

平成25年６月 ＭＣ北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役副社長 

平成25年６月

平成26年４月

当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 

当社取締役江門星輝造紙有限公司執行董事(現) 

取締役 

特殊紙事業
本部長兼洋
紙事業本部
貿易部長 

川 島 嘉 則 
昭和30年 
10月30日生 

昭和53年４月 三菱商事㈱入社 

(注)３ 8 

平成14年４月 三菱商事パッケージング㈱流通事業部長代行 

平成17年１月 泰ＭＣ商事会社ＡＧＬ,ライフスタイル総括兼資材部長 

平成23年４月 当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 

平成25年６月

  
平成26年６月

平成26年６月

当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業

本部貿易部長 

当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長(現) 

東拓（上海）電材有限公司 董事長(現) 

取締役 
(注)１ 

  尾 畑 守 伸 
昭和29年 
11月12日生 

昭和53年４月

平成19年４月

  
平成20年４月

平成21年４月

平成26年４月

平成26年６月

三菱商事㈱入社 

同社ライフスタイル本部紙・パッケージングユニットマ

ネージャー兼同本部ＡＬＰＡＣユニットマネージャー 

同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー 

同社執行役員繊維本部長 

同社顧問(現) 

当社取締役(現) 

(注)４ ― 
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 (注) １ 取締役 尾畑守伸は、社外取締役であります。なお、同氏は平成26年６月末日に三菱商事株式会社顧問を退任

する予定であります。 

２ 監査役 糸魚川順及び鈴木信里は、社外監査役であります。 

３ 取締役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

４ 社外取締役 尾畑守伸の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。 

５ 常勤監査役 堀川淳一の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。 

６ 常勤監査役 数森康二の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。 

７ 監査役 糸魚川順及び鈴木信里の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に

係る定時株主総会終結の時までであります。 

８ 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレー

ト・ガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は９名

で、特殊紙事業本部副本部長兼長岡工場長兼大阪工場長 谷口喜三雄、技術開発本部技術開発部長 目黒敬

人、経営管理部長兼紙加工事業本部本部付部長 真島馨、白板紙事業本部関東工場長 清水春一、白板紙事業

本部長 山本光重、資源・原料本部長 草加信平、洋紙事業本部紀州工場長 内山公男、経営企画部長 近藤保

之、洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長 立花滋春であります。 

９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

    (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有 

株式数

(千株)

常勤 
監査役 

  堀 川 淳 一 
昭和31年 
３月９日生 

昭和53年４月 当社入社 

(注)５ 5 

平成17年６月 当社企画財務部経理担当部長 

平成20年10月 当社経営管理部長 

平成25年４月 当社執行役員経営管理部長 

平成25年６月 当社常勤監査役(現) 

常勤 
監査役 

  数 森 康 二 
昭和27年 
８月16日生 

昭和52年４月 当社入社 

(注)６ 8 

平成15年３月 当社技術開発本部研究所副所長 

平成19年６月 当社技術開発本部研究所長 

平成21年11月 当社技術開発本部品質管理室長兼技術開発部知的財産担

当部長 

平成26年６月 当社常勤監査役(現) 

監査役 
(注）２ 

  糸 魚 川   順 
昭和16年 
１月８日生 

昭和39年４月

平成７年６月

(株)日本興業銀行入行 

同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当) 

(注)７ ― 

平成11年６月

平成12年６月

興銀リース(株)専務取締役兼執行役員 

同社取締役副社長 

平成16年７月

平成19年６月

平成24年６月

第一生命保険相互会社顧問 

学校法人立教学院理事長(現) 

当社監査役(現) 

監査役 
(注）２ 

  鈴 木 信 里 
昭和20年 
12月15日生 

昭和45年４月

平成15年６月

住友金属工業(株)入社 

同社取締役専務執行役員ＣＦＯ 

(注)７ ― 

平成17年６月

平成18年６月

平成20年３月

平成24年３月

平成24年６月

住友金属物流(株)代表取締役副社長 

同社代表取締役社長 

学校法人東京女子大学評議員(現) 

同法人常務理事(現) 

当社監査役(現) 

計 348 

 

    氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

    池 田 富 至 昭和28年２月８日生 
平成25年７月 関東信越国税局前橋税務署長退官 

(注) ― 
平成25年８月 池田富至税理士事務所代表(現) 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 

当社は、企業価値の長期安定的な向上を経営の 重要課題としております。そのためには、適正なコーポレート・

ガバナンスの体制を構築することが必要であると考えております。 

 より良いコーポレート・ガバナンスは、コンプライアンスを重視した公正な企業活動をすること、及び透明性のあ

る意思決定をすることにより達成されるものと考えております。そのため、「法を遵守し、透明性の高い企業活動を

通じて、顧客・株主・取引先・地域社会より信頼される企業となる。」を、当社グループの理念である『北越紀州製

紙企業理念』の第１項目に掲げております。 

 顧客の皆様により良い製品を提供し、地域社会と共生することにより、顧客・取引先・地域社会等と良好な関係を

築き、関係する総てのステーク・ホルダーから満足して頂けることを目指します。これにより、企業価値の長期安定

的な向上が図られ、株主の皆様のご期待にも応えていけるものと考えております。 

① 企業統治の体制 

イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 

当社は、定例取締役会を毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を招集し、重要な業務執行の決定や経営

の監視を行っております。また、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等十分な役割を果たすことを期

待し、社外取締役１名を選任しております。 

 さらに、定例取締役会の招集に加え、業務執行会議である経営会議及び業績検討を行う経営戦略会議を関連部

長出席のもと、各々原則毎月１回開催しております。また、当社及び連結子会社・関連会社の社長及び各社の経

営幹部により連結経営会議を半期に１回開催し、連結経営の強化を図っております。 

 当社は監査役制度を採用しており、監査役会には、その監査機能強化のため、独立性の高い社外監査役２名を

選任しております。 

 現状の当社のガバナンス体制は、当社のおかれた経営環境に対応し、的確かつ迅速な意思決定を可能とする体

制であるとともに、独立性の高い社外取締役１名及び社外監査役２名を選任することにより、経営監視機能の客

観性及び中立性をも確保されている体制であることから、当該体制を採用しております。 

  

ロ 会社の機関・内部統制の関係の模式図 

 
  

 

― 42 ―



ハ 内部統制システムの整備の状況 

当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は、以下のとおりであります。 

(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は「北越紀州製紙企業理念」並びにその具体的な行動規範である「倫理綱領」を制定し、当社及び全グ

ループ会社の役員・使用人に法令・定款の遵守は勿論のこと、社会の構成員としての企業人・社会人に当然求

められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することを要請しております。 

 法令遵守を組織的に担保するため「北越紀州製紙グループコンプライアンス規程」に基づき、社長直轄の組

織としてチーフ・コンプライアンス・オフィサーを設置し、コンプライアンス・オフィサー会議の中で、コン

プライアンス方針、制度、諸施策の立案・検討を行うとともに、部門コンプライアンス・オフィサーを通じて

全社レベルでの実施、徹底を図っております。 

 また、当社及び全グループ会社の使用人が、コンプライアンス上疑義ある事項について、相談する社内・社

外窓口である「コンプライアンス・ホットライン」を設置し、かつ、相談者の保護手続も定めております。 

 また、「倫理綱領」に反社会的勢力等と断固として対決し、一切の関係を遮断することを定め、当社及び全

グループ会社の役員及び使用人に周知徹底を図るとともに、コンプライアンス室を担当部署として、外部専門

機関と連携し情報の収集、交換、管理を行うなど、組織的な対応体制を整備しております。 

 取締役会は、法令・定款・取締役会規則に基づき、各取締役の業務執行を監督しております。また、監査役

の意見、顧問弁護士等の外部専門家の助言を得て、適正な業務の意思決定並びに執行を行っております。 

 内部統制監査室は、内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令・定款及び社内規程の遵守状況、職務執行

の手続及び内容の妥当性等につき内部監査を実施しております。内部監査において指摘・提言した事項の改善

状況についても、フォローアップ監査を行っております。内部統制監査室は、これらの監査状況を、取締役会

及び経営会議に報告し、適宜監査役会に報告しております。 

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

総務部担当取締役は「文書管理規程」を適宜見直し、適正な管理体制を構築しております。文書管理責任者

は、必要に応じて取締役、監査役及び会計監査人等が、随時閲覧・謄写可能な状態に保存・管理しておりま

す。 

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社グループ全体に及ぶリスク管理に関しては、毎月開催される経営会議及び半期に１回開催される連結経

営会議で、その管理体制を点検しております。また、現在制定されている各業務執行に付随するリスクに関す

る規程や全般的な「北越紀州製紙グループ危機管理規程」に基づきリスク管理の一層の強化を図っておりま

す。 

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会の決定に基づく業務執行については、「職制規程」において各業務執行取締役及び重要な使用人の

職務権限を定めており、適正かつ効率的な業務の執行がなされるような体制を維持しております。 

 業務執行の状況については、毎月開催される定例取締役会の他に、業務執行取締役に加えて監査役並びに重

要な使用人も出席する経営会議及び経営戦略会議を各月１回開催し、会社全体の業務執行の適正性、効率性を

検証し、必要の都度是正措置をとっております。 

(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

「北越紀州製紙企業理念」及び「倫理綱領」は、当社全グループ会社の役員及び使用人に法令遵守を要請し

ております。子会社役員は当該会社の使用人に対して、その徹底を図っております。 

 半期に１回開催される「連結経営会議」において、グループ各社の重要事項について検討する体制となって

おります。また、子会社業務のうち、重要な事項については「関係会社管理規程」により担当部門から当社取

締役及び監査役に報告され、当社社長あるいは担当取締役の承認を受けております。 

 担当部門は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社はじめ関係各社との密接な連絡を取っております。 

 当社は、信頼性のある財務報告の開示を通じ、株主をはじめとする総てのステーク・ホルダーに適正な財務

情報を提供していくことが、企業としての責任であると認識しております。この目的を達するため「財務報告

の基本方針」を制定し、当社及びグループ各社の体制を整備しております。 
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(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する事項並びにその

使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役がその職務を補助すべき使用人（以下「監査補助者」といいます。）を置くことを求めた場合、取締

役会は監査役と協議のうえ、会社業務や法令に一定の知見を有する使用人を監査補助者といたします。 

 監査補助者は、取締役の指揮・命令は受けないものとします。また、監査補助者の異動・人事考課等につい

ては、監査役会の同意を得たうえで決定いたします。 

(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、及び監査役の監査

が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は経営会議・経営戦略会議その他の重要な会議に出席し、経営上の重要事項について、適宜報告を受

けられる体制としています。また、重要な会議の議事録は監査役に配布し、社長決定書等の重要な稟議決定書

については監査役に回覧し、必要な監査を受けることとしております。 

 業務執行取締役及び使用人は、会社の業績や信用に大きな影響を及ぼす事項が発生し、あるいは発生するお

それがあるときは、速やかに監査役に報告することとしております。 

ニ 責任限定契約の内容の概要 

当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、善意でかつ重大な過失が

なかったときは、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。 

 なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する金額であります。 

② 内部監査及び監査役監査 

内部統制監査室７名(うち他部署との兼務者１名)は、内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令・定款及び

社内規程の遵守状況、職務執行の手続及び内容の妥当性につき内部監査を実施しております。内部監査において

指摘・提言した事項の改善状況についても、フォローアップ監査をしております。内部統制監査室は、これらの

状況を、取締役会及び経営会議に報告し、適宜監査役に報告しております。 

 当社の監査役会は社外監査役２名を含む計４名の監査役体制で臨んでおります。 

 また、監査役は取締役会や経営会議等重要会議に出席する他、当社及び子会社の業務や財産の状況の調査、妥

当性・適法性の監査を積極的に実施しております。 

なお、監査役 堀川淳一は、当社内の経理部門の業務経験を、社外監査役 糸魚川順は、金融機関における長年

の経験を、社外監査役 鈴木信里は、鉄鋼メーカーにおける経理部門の業務経験をそれぞれ有しており、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有しております。 

 内部監査部門、監査役及び会計監査人は、各々定期的にまたは必要に応じて報告会の開催、監査報告書の写し

の送付などの情報交換を行い、連携を図っております。 

③ 社外取締役及び社外監査役 

イ  社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引

関係その他の利害関係 

当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。 

社外取締役 尾畑守伸は、当社の主要株主である三菱商事株式会社の執行役員でありましたが、執行役員を退

任後、一定の期間が経過しており、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は、三菱

商事株式会社より原材料を購入している一方、同社は当社製品を購入・販売しております。 

社外監査役 糸魚川順は、学校法人立教学院の理事長であります。同氏及び同法人と当社との間には特別な利

害関係はありません。 

 社外監査役 鈴木信里は、学校法人東京女子大学の常務理事であります。同氏及び同法人と当社との間には特

別な利害関係はありません。 

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割 

社外取締役には、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを

期待し、経営陣から独立した中立的な立場からチェック機能を担っていただいております。 

 社外監査役には、企業や大学における豊富な経験と経営者としての高い見識を活かし、当社経営全般に対す

る監視・監督機能を担っていただくことを期待しております。 
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ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容 

当社は、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項や、議決権行使助言会社等の独立性

の基準等、社外役員の独立性に関する動向や方向性を参考に、当社の企業統治において社外取締役及び社外監

査役が果たす機能と役割を総合的に判断し、選任しております。 

 当社は、上述の考え方に照らし、社外取締役の尾畑守伸、社外監査役の糸魚川順及び鈴木信里の両氏につい

て、少数株主の利益にも十分に配慮することができる高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定

める独立役員として同取引所に届け出ております。 

ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況 

ホ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係 

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において監査に関する報告を受ける他、社外監査役は内部監査部

門による報告会、会計監査報告会などに出席し、情報交換を行い、内部監査、会計監査と連携を図っておりま

す。 

④ 役員の報酬等 

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

  

(注)当期末現在の人員は取締役９名、監査役(社外監査役を除く。)２名、社外役員２名(社外監査役２名)でありま

す。  

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 

当社は、平成23年６月24日開催の第173回定時株主総会において、取締役の報酬額を、基本報酬及びストックオ

プションとしての新株予約権を合わせ年額５億４千万円以内、監査役の報酬額は基本報酬のみとし、年額７千２

百万円以内と決議しております。また、賞与は、当期の会社業績を勘案し、毎年開催する定時株主総会において

決議しております。 

各取締役の報酬額は、職責や貢献度等に応じて当社が定める一定の基準により、取締役会の授権を受けた代表

取締役が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。 

⑤  株式の保有状況 

イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

銘柄数                          94銘柄 

貸借対照表計上額の合計額   22,312百万円 

  

 

  氏名 主な職業 選任の理由 

社外取締役 尾 畑 守 伸 
三菱商事㈱顧問 
(平成26年６月末日
退任予定) 

三菱商事㈱における豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正
な立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十
分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。

社外監査役 

糸 魚 川   順 
学校法人立教学院
理事長 

金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識
により、当社の経営全般に対する監視・監督機能の強化に十分な
役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。 

鈴 木 信 里 
学校法人東京女子
大学常務理事 

鉄鋼業界及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識
により、当社の経営全般に対する監視・監督機能の強化に十分な
役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。 

 

役員区分 
報酬等の総額 
(百万円) 

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる 
役員の員数 

(名) 基本報酬 
ストック  
オプション 

賞与 

取締役 
(社外取締役を除く。) 

285 200 43 42 15 

監査役 
(社外監査役を除く。) 

42 42 ― ― 3 

社外役員 10 10 ― ― 3 
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ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的 

（前事業年度） 

  特定投資株式 

  
（注） 三菱製紙㈱以下は貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、上位26銘柄について記載して

おります。 

  

 

銘柄 
株式数 
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

保有目的 

三井住友トラスト・ホー
ルディングス㈱ 

2,595,220 1,149 財務関係取引の円滑な推進 

ザ・パック㈱ 622,300 1,141 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱第四銀行 2,926,000 1,123 財務関係取引の円滑な推進 

㈱みずほフィナンシャル
グループ 

5,523,623 1,099 財務関係取引の円滑な推進 

日本紙パルプ商事㈱ 3,101,602 930 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱荏原製作所 1,946,000 760 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱Ｔ＆Ｄホールディング
ス 

644,050 731 財務関係取引の円滑な推進 

丸紅㈱ 1,021,000 717 営業取引の円滑な推進と強化 

大日本印刷㈱ 790,035 699 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱北越銀行 2,886,319 660 財務関係取引の円滑な推進 

三井不動産㈱ 231,525 610 営業取引の円滑な推進と強化 

東京海上ホールディング
ス㈱ 

209,000 553 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱紀陽ホールディングス 3,453,379 514 財務関係取引の円滑な推進 

星光ＰＭＣ㈱ 1,261,480 449 営業取引の円滑な推進と強化 

三菱製紙㈱ 3,500,000 325 営業取引の円滑な推進と強化 

凸版印刷㈱ 472,094 319 営業取引の円滑な推進と強化 

日本たばこ産業㈱ 100,000 300 営業取引の円滑な推進と強化 

第一実業㈱ 600,000 292 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱千葉銀行 395,199 266 財務関係取引の円滑な推進 

ＮＫＳＪホールディング
ス㈱ 

72,000 141 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシ
ャルグループ 

241,000 134 財務関係取引の円滑な推進 

共同印刷㈱ 327,500 92 営業取引の円滑な推進と強化 

コクヨ㈱ 124,230 89 営業取引の円滑な推進と強化 

日本写真印刷㈱ 50,000 83 営業取引の円滑な推進と強化 

平和紙業㈱ 306,000 80 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱常陽銀行 135,000 71 財務関係取引の円滑な推進 
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  みなし保有株式 

（注） 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。 

  

 

銘柄 
株式数 
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

保有目的 

三井住友トラスト・ホー
ルディングス㈱ 

1,192,000 528 退職給付債務への充当 

㈱東芝 315,000 148 退職給付債務への充当 

大日本印刷㈱ 102,000 90 退職給付債務への充当 

凸版印刷㈱ 123,000 83 退職給付債務への充当 
 

― 47 ―



  

（当事業年度） 

  特定投資株式 

  
（注） 凸版印刷㈱以下は貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、上位26銘柄について記載して

おります。 

  

 

銘柄 
株式数 
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

保有目的 

星光ＰＭＣ㈱ 1,261,480 1,824 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱荏原製作所 1,946,000 1,259 営業取引の円滑な推進と強化 

ザ・パック㈱ 622,300 1,225 営業取引の円滑な推進と強化 

三井住友トラスト・ホー
ルディングス㈱ 

2,595,220 1,209 財務関係取引の円滑な推進 

㈱みずほフィナンシャル
グループ 

5,523,623 1,126 財務関係取引の円滑な推進 

㈱第四銀行 2,926,000 1,108 財務関係取引の円滑な推進 

日本紙パルプ商事㈱ 3,101,602 1,085 営業取引の円滑な推進と強化 

三菱商事㈱ 474,133 908 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱Ｔ＆Ｄホールディング
ス 

644,050 790 財務関係取引の円滑な推進 

大日本印刷㈱ 790,035 781 営業取引の円滑な推進と強化 

三井不動産㈱ 231,525 729 営業取引の円滑な推進と強化 

丸紅㈱ 1,021,000 707 営業取引の円滑な推進と強化 

東京海上ホールディング
ス㈱ 

209,000 647 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱北越銀行 2,886,319 623 財務関係取引の円滑な推進 

㈱紀陽銀行 345,337 456 財務関係取引の円滑な推進 

凸版印刷㈱ 478,280 353 営業取引の円滑な推進と強化 

日本たばこ産業㈱ 100,000 324 営業取引の円滑な推進と強化 

三菱製紙㈱ 3,500,000 322 営業取引の円滑な推進と強化 

第一実業㈱ 600,000 275 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱千葉銀行 395,199 251 財務関係取引の円滑な推進 

ＮＫＳＪホールディング
ス㈱ 

72,000 190 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシ
ャルグループ 

241,000 136 財務関係取引の円滑な推進 

平和紙業㈱ 306,000 97 営業取引の円滑な推進と強化 

共同印刷㈱ 327,500 95 営業取引の円滑な推進と強化 

コクヨ㈱ 124,230 93 営業取引の円滑な推進と強化 

㈱常陽銀行 135,000 69 財務関係取引の円滑な推進 
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  みなし保有株式 

（注） 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。 

  

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式 

  

  

⑥  会計監査の状況 

会社法に基づく会計監査人並びに金融商品取引法に基づく会計士監査に有限責任 あずさ監査法人を選任してお

ります。 

 当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおり

です。なお、有限責任 あずさ監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありま

せん。 

・業務を執行した公認会計士の氏名 

   指定有限責任社員 業務執行社員：福田 厚、上野 直樹、神宮 厚彦 

 ・監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士 ６名  その他 ６名 

⑦ 当社株式の大量取得行為に対する対応策(買収防衛策)について 

第２「事業の状況」３「対処すべき課題」に記載のとおりであります。 

⑧ 取締役の定数 

当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。 

⑨ 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めておりま

す。 

⑩ 自己株式の取得 

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、取

締役会の決議によって同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定め

ております。 

⑪ 中間配当 

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日における 終の株主

名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めて

おります。 

⑫ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定

めております。 

 

銘柄 
株式数 
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

保有目的 

三井住友トラスト・ホー
ルディングス㈱ 

1,192,000 555 退職給付債務への充当 

㈱東芝 315,000 137 退職給付債務への充当 

大日本印刷㈱ 102,000 100 退職給付債務への充当 

凸版印刷㈱ 123,000 90 退職給付債務への充当 
 

  

前事業年度 
(百万円) 

当事業年度 
(百万円) 

貸借対照表 
計上額の合計額 

貸借対照表 
計上額の合計額

受取配当金 
の合計額 

売却損益 
の合計額 

評価損益 
の合計額 

非上場株式 ― ― ― ― ― 

非上場株式以外の株式 695 925 20 ― ― 
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(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

  

② 【その他重要な報酬の内容】 

前連結会計年度 

当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧのメンバーファームに対し

て、財務・税務デューデリジェンス業務に対する報酬として65百万円支払っております。 

当連結会計年度 

          該当事項はありません。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

前連結会計年度 

該当事項はありません。 

当連結会計年度 

当社が、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債の発行に係るコンフォー

ト・レター作成業務の対価であります。  

  
④ 【監査報酬の決定方針】 

 該当事項はありませんが、監査時間等を勘案したうえで決定しております。 

  

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円) 

非監査業務に 
基づく報酬(百万円) 

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円) 

非監査業務に 
基づく報酬(百万円) 

提出会社 72 ― 72 2 

連結子会社 7 ― 7 ― 

計 79 ― 79 2 
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第５ 【経理の状況】 

  

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、当連結会計年度(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報につい

ては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年９月21日内

閣府令第61号)附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、当事業年度(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年９月21日内閣府令

第61号)附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。 

  
２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年４月１日から平成26年３月31

日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)の財務諸表については、有限責任 

あずさ監査法人により監査を受けております。  

  

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会

計基準設定主体団体等の行う研修へ参加する等の取組みを行っております。 
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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 29,056 19,914 

    受取手形及び売掛金 ※4  61,144 66,943 

    商品及び製品 18,016 18,572 

    仕掛品 1,984 1,828 

    原材料及び貯蔵品 13,265 13,324 

    繰延税金資産 2,032 1,776 

    その他 3,057 2,842 

    貸倒引当金 △64 △19 

    流動資産合計 128,492 125,183 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 ※3  72,726 ※3  74,479 

        減価償却累計額 △39,226 △41,406 

        建物及び構築物（純額） 33,500 33,072 

      機械装置及び運搬具 ※3  370,122 ※3  380,489 

        減価償却累計額 △272,812 △286,543 

        機械装置及び運搬具（純額） 97,310 93,945 

      工具、器具及び備品 ※3  4,195 ※3  4,402 

        減価償却累計額 △3,435 △3,671 

        工具、器具及び備品（純額） 760 730 

      土地 22,400 22,089 

      リース資産 4,908 4,665 

        減価償却累計額 △3,075 △2,381 

        リース資産（純額） 1,833 2,283 

      建設仮勘定 3,952 12,697 

      山林 2,639 2,640 

      有形固定資産合計 162,396 167,459 

    無形固定資産 1,281 3,232 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 ※1  44,233 ※1  48,451 

      長期貸付金 429 334 

      退職給付に係る資産 － 1,558 

      繰延税金資産 3,328 1,514 

      その他 ※1  3,247 ※1  3,172 

      貸倒引当金 △228 △137 

      投資その他の資産合計 51,009 54,894 

    固定資産合計 214,687 225,585 

  資産合計 343,179 350,769 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 ※4  18,556 18,176 

    電子記録債務 ※4  4,317 6,439 

    短期借入金 45,933 32,078 

    コマーシャル・ペーパー 7,000 8,000 

    1年内償還予定の社債 － 10,000 

    リース債務 705 773 

    未払法人税等 731 641 

    未払消費税等 232 517 

    賞与引当金 2,479 2,382 

    役員賞与引当金 123 118 

    設備関係支払手形 ※4  1,170 1,074 

    その他 9,261 9,938 

    流動負債合計 90,513 90,140 

  固定負債     

    社債 30,000 30,000 

    長期借入金 42,096 51,457 

    リース債務 1,181 1,627 

    繰延税金負債 211 269 

    退職給付引当金 12,853 － 

    役員退職慰労引当金 16 － 

    環境対策引当金 83 60 

    事業構造改善引当金 349 514 

    退職給付に係る負債 － 12,634 

    負ののれん 2,654 871 

    資産除去債務 1,469 1,460 

    その他 670 486 

    固定負債合計 91,585 99,380 

  負債合計 182,099 189,521 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 42,020 42,020 

    資本剰余金 45,481 45,480 

    利益剰余金 70,694 74,608 

    自己株式 △2,689 △10,263 

    株主資本合計 155,507 151,846 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 3,235 5,420 

    繰延ヘッジ損益 △5 4 

    為替換算調整勘定 169 1,719 

    退職給付に係る調整累計額 － 520 

    その他の包括利益累計額合計 3,399 7,665 

  新株予約権 86 117 

  少数株主持分 2,087 1,617 

  純資産合計 161,080 161,247 

負債純資産合計 343,179 350,769 
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 

【連結損益計算書】 

                      (単位：百万円) 

                    前連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 208,289 223,886 

売上原価 ※1  173,669 ※1  189,762 

売上総利益 34,619 34,123 

販売費及び一般管理費 ※2,※3  30,952 ※2,※3  30,794 

営業利益 3,666 3,329 

営業外収益     

  受取利息 61 69 

  受取配当金 603 603 

  不動産賃貸料 378 342 

  負ののれん償却額 1,782 1,782 

  持分法による投資利益 ※4  3,882 2,313 

  助成金収入 651 － 

  その他 1,338 1,765 

  営業外収益合計 8,698 6,877 

営業外費用     

  支払利息 947 998 

  設備休止費用 296 180 

  賃貸費用 126 138 

  その他 270 305 

  営業外費用合計 1,640 1,622 

経常利益 10,725 8,583 

特別利益     

  固定資産売却益 ※5  738 ※5  222 

  投資有価証券売却益 29 0 

  負ののれん発生益 279 124 

  補助金収入 － 2,337 

  保険差益 18 19 

  その他 2 5 

  特別利益合計 1,068 2,710 

特別損失     

  固定資産除売却損 ※6  1,104 ※6  494 

  減損損失 ※7  78 ※7  193 

  固定資産圧縮損 17 2,359 

  投資有価証券売却損 4 － 

  投資有価証券評価損 183 － 

  段階取得に係る差損 132 － 

  事業再編損 － ※7,※8  402 

  その他 6 10 

  特別損失合計 1,526 3,460 

税金等調整前当期純利益 10,266 7,832 

法人税、住民税及び事業税 1,282 853 

法人税等調整額 606 713 

法人税等合計 1,889 1,566 

少数株主損益調整前当期純利益 8,377 6,266 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 23 

当期純利益 8,379 6,243 
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【連結包括利益計算書】 

                      (単位：百万円) 

                    前連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 8,377 6,266 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 1,973 2,033 

  繰延ヘッジ損益 35 10 

  為替換算調整勘定 288 1,648 

  持分法適用会社に対する持分相当額 400 154 

  その他の包括利益合計 ※1  2,698 ※1  3,846 

包括利益 11,075 10,112 

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 10,955 9,988 

  少数株主に係る包括利益 120 124 
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

  前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  

  

(単位：百万円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 42,020 45,481 64,761 △2,317 149,946 

当期変動額   

剰余金の配当   △2,447 △2,447 

当期純利益   8,379 8,379 

自己株式の処分  △0 0 0 

自己株式の取得   △7 △7 

持分法適用会社に 

対する持分変動に 

伴う自己株式の増減 

  △9 △9 

新規持分法適用会社

の所有する自己株式

の増減 

  △355 △355 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
  

当期変動額合計 ― △0 5,932 △371 5,560 

当期末残高 42,020 45,481 70,694 △2,689 155,507 
 

 

  

その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

退職給付 

に係る 

調整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 862 △42 3 ― 823 37 1,896 152,703 

当期変動額       

剰余金の配当       △2,447 

当期純利益       8,379 

自己株式の処分       0 

自己株式の取得       △7 

持分法適用会社に 

対する持分変動に 

伴う自己株式の増減 

      △9 

新規持分法適用会社

の所有する自己株式

の増減 

      △355 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
2,373 36 166 ― 2,575 48 191 2,816 

当期変動額合計 2,373 36 166 ― 2,575 48 191 8,376 

当期末残高 3,235 △5 169 ― 3,399 86 2,087 161,080 
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  当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

  

  

 

(単位：百万円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 42,020 45,481 70,694 △2,689 155,507 

当期変動額   

剰余金の配当   △2,441 △2,441 

当期純利益   6,243 6,243 

自己株式の処分  △0 13 12 

自己株式の取得   △7,568 △7,568 

連結子会社に 

対する持分変動に 

伴う自己株式の増減 
      △10 △10 

持分法適用会社に 

対する持分変動に 

伴う自己株式の増減 

  △8 △8 

連結範囲の変動   △12 △12 

連結子会社と非連結

子会社との合併によ

る増減 
    20   20 

持分法適用会社の連

結範囲変動に伴う増

減 
    104   104 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
  

当期変動額合計 ― △0 3,914 △7,574 △3,660 

当期末残高 42,020 45,480 74,608 △10,263 151,846 
 

 

  

その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

退職給付 

に係る 

調整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 3,235 △5 169 ― 3,399 86 2,087 161,080 

当期変動額       

剰余金の配当       △2,441 

当期純利益       6,243 

自己株式の処分       12 

自己株式の取得       △7,568 

連結子会社に 

対する持分変動に 

伴う自己株式の増減 
              △10 

持分法適用会社に 

対する持分変動に 

伴う自己株式の増減 

      △8 

連結範囲の変動       △12 

連結子会社と非連結

子会社との合併によ

る増減 
              20 

持分法適用会社の連

結範囲変動に伴う増

減 
              104 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
2,184 10 1,549 520 4,266 31 △469 3,827 

当期変動額合計 2,184 10 1,549 520 4,266 31 △469 167 

当期末残高 5,420 4 1,719 520 7,665 117 1,617 161,247 
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

                      (単位：百万円) 

                    前連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純利益 10,266 7,832 

  減価償却費 19,624 19,070 

  減損損失 78 193 

  のれん償却額 24 190 

  負ののれん償却額 △1,782 △1,782 

  負ののれん発生益 △279 △124 

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △325 － 

  退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △191 

  受取利息及び受取配当金 △665 △673 

  支払利息 947 998 

  持分法による投資損益（△は益） △3,882 △2,313 

  投資有価証券評価損益（△は益） 183 － 

  固定資産圧縮損 17 2,359 

  補助金収入 － △2,337 

  固定資産除売却損益（△は益） 365 272 

  事業再編損失 － 402 

  売上債権の増減額（△は増加） 7,531 △5,000 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △1,875 △165 

  未収消費税等の増減額（△は増加） △236 △97 

  仕入債務の増減額（△は減少） △5,551 1,538 

  未払消費税等の増減額（△は減少） △625 271 

  その他 134 △449 

  小計 23,950 19,994 

  利息及び配当金の受取額 779 900 

  利息の支払額 △942 △996 

  法人税等の支払額 △3,254 △1,069 

  保険金の受取額 830 － 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 21,363 18,828 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  投資有価証券の取得による支出 △54,130 △1,617 

  投資有価証券の売却による収入 48,491 2 

  投資有価証券の償還による収入 － 500 

  有形固定資産の取得による支出 △11,425 △22,418 

  有形固定資産の売却による収入 130 666 

  子会社株式の取得による支出 △6,725 △858 

  補助金の受入による収入 200 1,678 

  貸付けによる支出 △2,239 △17 

  貸付金の回収による収入 1,407 111 

  事業譲受による支出 △324 － 

  その他 △511 △813 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △25,127 △22,766 
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                      (単位：百万円) 

                    前連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額（△は減少） △200 △7,944 

  
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少） 

△5,000 1,000 

  長期借入れによる収入 32,110 15,105 

  長期借入金の返済による支出 △14,105 △14,972 

  社債の発行による収入 － 10,000 

  社債の償還による支出 △300 － 

  配当金の支払額 △2,452 △2,452 

  少数株主への配当金の支払額 △5 △7 

  自己株式の取得による支出 △4 △7,566 

  その他 △872 △863 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 9,170 △7,701 

現金及び現金同等物に係る換算差額 259 1,722 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,665 △9,916 

現金及び現金同等物の期首残高 23,158 29,004 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 180 778 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  29,004 ※1  19,865 
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【注記事項】 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 

連結子会社は23社であります。 

連結子会社の社名は、第１「企業の概況」の４ 関係会社の状況に記載してあるため、記載を省略しておりま

す。 

前連結会計年度において、非連結子会社であったＭＣ北越エネルギーサービス㈱、Bernard Dumas S.A.S.は連

結財務諸表に及ぼす重要性が増したため連結の範囲に含めております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

Freewheel Trade and Invest 7 Pty Ltd. 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用会社…………6社 

関連会社………………6社 

主要な会社は、大王製紙㈱、㈱ニッカンであります。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社名 

Freewheel Trade and Invest 7 Pty Ltd. 

(持分法を適用しない理由) 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益及び利益剰余金（いずれも持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法を適用しておりません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ) たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

(1) 商品及び製品、原材料及び貯蔵品(但し、木材を除く) 

 主として月別総平均法 

(2) 仕掛品 

 主として先入先出法 

(3) 木材 

 主として個別法 

会社名 決算日 

北越東洋ファイバー㈱ ２月末日 

東拓（上海）電材有限公司 12月末日 

星輝投資控股有限公司 12月末日 

江門星輝造紙有限公司 12月末日 

Bernard Dumas S.A.S. 12月末日 
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(ロ) 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

……決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定) 

時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

(ハ) デリバティブ取引 

時価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

法人税法に規定する耐用年数及び残存価額を基礎とし、次の償却方法を採用しております。 

(イ) 有形固定資産(リース資産を除く) 

 建物、機械及び装置 

主として定額法 

 その他の有形固定資産 

主として定率法 

(ロ) 無形固定資産(リース資産を除く) 

 定額法  

 なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

(ハ) リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっております。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

(イ) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等について

は、財務内容評価法により取立不能見込額を考慮して計上しております。 

(ロ) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

(ハ) 役員賞与引当金 

役員の賞与支給に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当連結会計年度に見合う分を

計上しております。 

(ニ) 事業構造改善引当金 

事業構造改善のための生産体制見直しの実施に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を

計上しております。 

(ホ) 環境対策引当金 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によるＰＣＢ廃棄物の処理支出に備

えるため、処理見積額を計上しております。 
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。 

② 数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

③ 小規模企業等における簡便法の採用 

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジによっております。 

 ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。 

 また、一体処理（特例処理・振当処理）の要件を満たす金利通貨スワップについては、一体処理を採用してお

ります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引、金利スワップ取引及び金利通貨スワップ取引） 

・ヘッジ対象…相場変動等による損失の可能性がある輸入取引、資金調達に伴う金利取引及び金利通貨取引 

③ ヘッジ方針 

当社グループの行うデリバティブ取引は、原則実需の範囲内で支払円貨額を確定すること及び金利変動による

損失可能性を減殺することを目的としております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の変動率が概ね80％から125％の範囲にあることを検証しております。 

ただし、ヘッジ手段の内容とヘッジ対象の重要な内容が同一である場合には、ヘッジ対象の相場変動またはキ

ャッシュ・フロー変動をヘッジ手段が完全に相殺するものと考えられるため、有効性の判定を省略しておりま

す。 

(6) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却は、僅少なものを除き、発生日以後20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しておりま

す。 

 なお、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日改正）適用前に発生した負のの

れんについては、５年間で均等償却しております。 

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  
(会計方針の変更) 

退職給付に関する会計基準 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び

退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職

給付に係る負債もしくは退職給付に係る資産として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付

に係る負債及び退職給付に係る資産に計上しております。 
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退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連

結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減し

ております。 

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が12,634百万円、退職給付に係る資産が1,558百万

円計上されるとともに、その他の包括利益累計額が520百万円増加し、少数株主持分が９百万円減少しておりま

す。 

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

  

(未適用の会計基準等) 

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号  平成24年５月17日) 

「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号  平成24年５月17日) 

(1) 概要 

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異の処理方法、

退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。 

(2) 適用予定日 

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年３月期の期首より適用予定です。 

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。 

  

(表示方法の変更) 

連結損益計算書関係  

前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「固定資産圧縮損」は金額的重要性

が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計

年度の連結財務諸表の組替えを行っております。  

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた23百万円

は、「固定資産圧縮損」17百万円、「その他」６百万円として組み替えております。 

  
連結キャッシュ・フロー計算書関係  

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「固定資

産圧縮損」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。  

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に表示していた152百万円は、「固定資産圧縮損」17百万円、「その他」134百万円として組み

替えております。 

  

― 63 ―



(連結貸借対照表関係) 

※１  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

 ２  偶発債務 

当連結会計年度（平成26年３月31日） 

一部の国内連結子会社が加入している総合設立型厚生年金基金制度の東京紙商厚生年金基金及び大阪紙商厚生年

金基金は、平成26年９月以降の解散に向け諸手続きを進めております。両基金の解散については、解散時の基金財

政状態に基づいて加入事業者間で費用負担することになりますが、現時点では不確定要素が多いため合理的に金額

を算定することは困難であります。 

  

※３  有形固定資産の圧縮記帳 

国庫補助金等の受入により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。 

  

※４  期末日満期手形及び電子記録債務 

期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が、期末残高

から除かれております。 

  

 ５  貸出コミットメント（借手側） 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結しております。連結

会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。 

  

 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

投資有価証券(株式) 20,767百万円 22,379百万円 

(うち共同支配企業に対する投資の金
額) 

（2,120） （2,146） 

投資その他の資産のその他(出資金) 470 485 
 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

建物及び構築物 8百万円  487百万円 

機械装置及び運搬具 3,809 5,640 

工具、器具及び備品 2 2 
 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

受取手形 1,194百万円 ― 

支払手形 883 ― 

電子記録債務 112 ― 

設備関係支払手形 2 ― 
 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

貸出コミットメントの総額 10,000百万円       10,000百万円 

借入実行残高 ― ― 

差引額 10,000 10,000 
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(連結損益計算書関係) 

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

前連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

前連結会計年度末の収益性の低下に伴う簿価切下げ額の戻し入れ額272百万円と、当連結会計年度末における簿価

切下げ額476百万円が売上原価に含まれております。 

  

当連結会計年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

前連結会計年度末の収益性の低下に伴う簿価切下げ額の戻し入れ額476百万円と、当連結会計年度末における簿価

切下げ額187百万円が売上原価に含まれております。 

  

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及びその金額は次のとおりであります。 

  

※３  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

  

※４  持分法による投資利益 

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

大王製紙株式会社の株式を取得し、持分法を適用したことに伴って発生した負ののれん3,807百万円を含んでおり

ます。 

  
※５  固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

  

※６  固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 

  

 

  
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

 運送費 12,981百万円 13,736百万円 

 販売諸費 7,102  6,733  

 給料手当 3,982  3,817  

 賞与引当金繰入額 548  511  

 役員賞与引当金繰入額 123  118  

 退職給付費用 360  257  
 

  
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

一般管理費 813百万円 768百万円 
 

  
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

 建物及び構築物 ―百万円   37百万円 

 機械装置及び運搬具 83 33 

 土地 654 149 

 その他 0 2 
 

  
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

 建物及び構築物除却損 132百万円   28百万円 

 機械装置及び運搬具除却損 410 209 

 撤去費用ほか 561 256 
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※７  減損損失 

当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。 

前連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

（資産をグループ化した方法） 

当社グループは、主に事業用資産については、事業所別かつ相互補完性のある製品群別にグルーピングし、

賃貸不動産及び将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個別の資産グループとして取扱っており

ます。 

（減損損失を認識するに至った経緯） 

パッケージング・紙加工事業においては、需要の回復が見込めないことから、対象となる紙加工生産設備の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

また、遊休資産については、将来の使用が見込まれていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、合理的な見積りに基づき評価しております。ま

た、売却や他の転用が困難な資産については零としております。 

  

当連結会計年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

（資産をグループ化した方法） 

当社グループは、主に事業用資産については、事業所別かつ相互補完性のある製品群別にグルーピングし、

賃貸不動産及び将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個別の資産グループとして取扱っており

ます。 

（減損損失を認識するに至った経緯） 

紙パルプ事業における長岡工場のヴァルカナイズドファイバー製造設備は、当社グループにおける生産・販

売の 適化を図るため停機し、当社子会社への事業集約の意思決定がなされたため、帳簿価額を備忘価額まで

減額し、当該減少額を事業再編損に含めて特別損失に計上しております。 

同じく紙パルプ事業における大阪工場の特殊紙製造設備は、生産集約による当該設備の停機の意思決定がな

されたため、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

また、遊休資産については、将来の使用が見込まれていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、合理的な見積りに基づき評価しております。ま

た、売却や他の転用が困難な資産については零としております。 

  
※８  事業再編損 

当連結会計年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

長岡工場のヴァルカナイズドファイバー製造設備を停機し、当社子会社への事業集約の意思決定をしたことに伴

う、当該資産の減損処理額及び撤去費用ほかであります。 

  

 

用途 場所 種類 金額（百万円） 

紙加工生産設備 埼玉県所沢市 機械装置及び運搬具他 41 

遊休資産 三重県南牟婁郡紀宝町他 長期前払費用他 37 

合計 ― ― 78 
 

用途 場所 種類 金額（百万円） 

ヴァルカナイズドファイ

バー製造設備 
新潟県長岡市 機械装置及び運搬具他 158 

特殊紙製造設備 大阪府吹田市 機械装置及び運搬具他 153 

遊休資産 山形県酒田市他 土地他 39 

合計 ― ― 351 
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(連結包括利益計算書関係) 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

  

 

  
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

その他有価証券評価差額金     

  当期発生額 2,732百万円 3,076百万円 

  組替調整額 183 △0 

   税効果調整前 2,916 3,076 

   税効果額 △942 △1,043 

   その他有価証券評価差額金 1,973 2,033 
 

繰延ヘッジ損益     

  当期発生額 24 516 

  組替調整額 40 △500 

   税効果調整前 64 15 

   税効果額 △28 △5 

   繰延ヘッジ損益 35 10 
 

為替換算調整勘定     

  当期発生額 288 1,648 

  組替調整額  ―  ― 

   税効果調整前 288 1,648 

   税効果額 ―  ― 

   為替換算調整勘定 288 1,648 
 

持分法適用会社に対する持分相当
額 

    

  当期発生額 313 177 

  組替調整額 86 △23 

   持分法適用会社に対する 
    持分相当額 

400 154 

  その他の包括利益合計 2,698 3,846 
 

― 67 ―



(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

当連結会計年度より持分法を適用したことに伴う、大王製紙株式会社の保有する自己株式（当社株式）の当

社帰属分により917千株、持分法適用会社に対する持分変動に伴う当社帰属分の増加により12千株、持分法適

用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加により７千株、単元未満株式の買取りにより10

千株それぞれ増加しております。 

  

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の処分により１千株減少しております。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(注) 配当金の総額には、連結子会社への配当金支払額８百万円をそれぞれ含んでおります。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

(注) 配当金の総額には、連結子会社への配当金支払額８百万円を含んでおります。 

 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 209,263 ― ― 209,263 
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 4,918 947 1 5,864 
 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円) 当連結会計

年度期首 
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

提出会社 
ストック・オプシ
ョンとしての新株
予約権 

― ― ― ― ― 86 

合計 ― ― ― ― 86 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成24年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 (注) 1,234 6.00 平成24年３月31日  平成24年６月30日

平成24年11月14日 
取締役会 

普通株式 (注) 1,234 6.00 平成24年９月30日 平成24年12月７日 
 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成25年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 (注) 1,234 6.00 平成25年３月31日  平成25年６月26日 
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得し、こ

れにより15,121千株、持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分５千株、連結子会社に

対する持分変動に伴う自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加により13千株、持分法適用会社に対する持

分変動に伴う自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加により22千株、単元未満株式の買取りにより12千株

それぞれ増加しております。 

  
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

株式報酬型ストック・オプション行使への充当により28千株、単元未満株式の処分により１千株それぞれ減

少しております。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(注) 配当金の総額には、連結子会社への配当金支払額８百万円をそれぞれ含んでおります。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 209,263 ― ― 209,263 
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 5,864 15,173 29 21,008 
 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円) 当連結会計

年度期首 
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

提出会社 
ストック・オプシ
ョンとしての新株
予約権 

― ― ― ― ― 117 

合計 ― ― ― ― 117 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成25年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 (注) 1,234 6.00 平成25年３月31日  平成25年６月26日

平成25年11月13日 
取締役会 

普通株式 (注) 1,234 6.00 平成25年９月30日 平成25年12月９日 
 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成26年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,135 6.00 平成26年３月31日  平成26年６月27日 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。 

  

  

 

  
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

現金及び預金 29,056百万円       19,914百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △51 △48 

現金及び現金同等物 29,004 19,865 
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(リース取引関係) 

 １ リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

  

(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 

(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

未経過リース料期末残高相当額には、リース資産減損勘定の残高４百万円（前連結会計年度10百万円）が含ま

れております。 

  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減価償却費相当額 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

 

  (単位：百万円) 

  

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

取得価額相当額 
減価償却累計額 

相当額 
減損損失累計額 

相当額 
期末残高相当額 

機械装置及び運搬具 1,623 1,002 25 596 

工具、器具及び備品 27 19 ― 8 

無形固定資産(ソフトウェア) 11 3 8 ― 

合計 1,662 1,024 33 604 
 

  (単位：百万円) 

  

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

取得価額相当額 
減価償却累計額 

相当額 
減損損失累計額 

相当額 
期末残高相当額 

機械装置及び運搬具 1,623 1,202 25 396 

工具、器具及び備品 27 23 ― 4 

無形固定資産(ソフトウェア) 11 3 8 ― 

合計 1,662 1,228 33 401 
 

    (単位：百万円) 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

１年内 209 194 

１年超 405 211 

合計 614 405 

リース資産減損勘定期末残高 10 4 
 

    (単位：百万円) 

  
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

支払リース料 211 209 

リース資産減損勘定の取崩額 5 5 

減価償却費相当額 205 203 
 

― 71 ―



 ２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

  

（貸主側） 

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

  

  

 

    (単位：百万円) 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

１年内 ― 103 

１年超 ― 302 

合計 ― 406 
 

    (単位：百万円) 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

１年内 25 25 

１年超 114 89 

合計 140 114 
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(金融商品関係) 

１ 金融商品の状況に関する事項 

 (１) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、主にパルプ・紙の製造販売事業や紙加工事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な

資金を銀行借入や社債発行にて調達しております。短期的な運転資金は銀行借入やコマーシャル・ペーパー(短期

社債)にて調達しております。また、余資は預金にて運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避

するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。 

 (２) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部には海外への

販売を目的とした外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に外貨建仕入れ支払

金額の範囲内にあります。 

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務的・資本的取引関係を有

する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。 

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であります。 

長期借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後 長で

９年であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては金利スワップ取引により支払リスクを固定化

し、一部の外貨建長期借入金の為替変動リスクに対しては、金利通貨スワップ取引により元利金を固定化してお

ります。 

デリバティブ取引は、外貨建ての輸入取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約

取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引と外貨建借入金に

係る元利金の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利通貨スワップであります。 

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法については、前

述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。 

 (３) 金融商品に係るリスク管理体制 

  ① 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理 

当社は、営業債権及び貸付金について、債権管理規程に従い、各事業部門の担当部が主要な取引先の状況を定

期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の

早期把握や軽減を図っております。連結子会社においても、当社の債権管理規程に準じて同様の管理を行ってお

ります。 

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付けの高い金融機

関とのみ取引を行っております。 

当期の連結決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表額により表

されております。 

  ② 市場リスク(為替や金利変動リスク)の管理 

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての輸入取引について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対

して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、営業取引につい

ては12ヶ月を限度として確実に発生すると見込まれる外貨建て支払に対する先物為替予約を行っております。 

また、当社及び一部の連結子会社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取

引と、外貨建借入金に係る元利金の変動リスクを抑制するために金利通貨スワップを利用しております。 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。 

デリバティブ取引につきましては、権限規程に基づいて決定され、経営企画部にて取引を行い、契約先と残高

照合や時価評価を行った上、四半期毎に取締役会にて報告がされています。連結子会社についても、当社規程に

準じて管理を行っております。 
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  ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理 

当社は各部署からの報告に基づき経営企画部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理してお

ります。 

 (４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に

関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

２ 金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するのが極

めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）参照。）。 

前連結会計年度（平成25年３月31日） 

(*1) 長期借入金のうち、１年以内に返済予定のものについては、連結貸借対照表上、「短期借入金」として表示し

ております。 

(*2) デリバティブ取引は、債権・債務を純額で表示しており、負債となる項目について（ ）で表示しております。

 

  
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

(１) 現金及び預金 29,056 29,056 △0 

(２) 受取手形及び売掛金 61,144 61,144 ― 

(３) 投資有価証券       

    ①関連会社株式 14,642 14,592 △49 

    ②その他有価証券 16,802 16,802 ― 

資産計 121,646 121,596 △49 

(４) 支払手形及び買掛金 18,556 18,556 ― 

(５) 電子記録債務 4,317 4,317 ― 

(６) 短期借入金 31,455 31,455 ― 

(７) コマーシャル・ペーパー 7,000 7,000 ― 

(８) 社債 30,000 30,376 376 

(９)  長期借入金(*1) 56,575 56,743 168 

負債計 147,904 148,448 544 

デリバティブ取引(*2) (9) (9) ― 
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(１) 現金及び預金 

満期のない預金及び満期日が１年以内の定期預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。また、１年以内に満期日が到来する長期預金につきましては、取引金融機関から提示さ

れた価格によっております。 

(２) 受取手形及び売掛金 

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

(３) 投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事

項については「有価証券関係」注記をご参照ください。 

負 債 

(４) 支払手形及び買掛金、(５)電子記録債務、(６)短期借入金、並びに (７)コマーシャル・ペーパー 

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

(８) 社債 

当社が発行した社債は市場価格があるため、決算日における市場価格に基づいております。 

(９) 長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされているものは、当該金利スワップと一体として処

理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており

ます。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。 

  

当連結会計年度（平成26年３月31日） 

(*1) 長期借入金のうち、１年以内に返済予定のものについては、連結貸借対照表上、「短期借入金」として表示し

ております。 

(*2) デリバティブ取引は、債権・債務を純額で表示しており、負債となる項目について（ ）で表示しております。

 

  
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

(１) 現金及び預金 19,914 19,914 ― 

(２) 受取手形及び売掛金 66,943 66,943 ― 

(３) 投資有価証券       

    ①関連会社株式 18,364 34,057 15,692 

    ②その他有価証券 19,923 19,923 ― 

資産計 125,146 140,838 15,692 

(４) 支払手形及び買掛金 18,176 18,176 ― 

(５) 電子記録債務 6,439 6,439 ― 

(６) 短期借入金 24,585 24,585 ― 

(７) コマーシャル・ペーパー 8,000 8,000 ― 

(８) 社債 40,000 40,215 215 

(９)  長期借入金(*1) 58,950 59,124 173 

負債計 156,151 156,540 388 

デリバティブ取引(*2) 6 6 ― 
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(１) 現金及び預金 

満期のない預金及び満期日が１年以内の定期預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。 

(２) 受取手形及び売掛金 

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

(３) 投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事

項については「有価証券関係」注記をご参照ください。 

負 債 

(４) 支払手形及び買掛金、(５)電子記録債務、(６)短期借入金、並びに (７)コマーシャル・ペーパー 

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

(８) 社債 

当社が発行した社債は市場価格があるため、決算日における市場価格に基づいております。 

(９) 長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされているものは、当該金利スワップと一体として処

理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており

ます。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 

その他有価証券」には含めておりません。 

前連結会計年度において、非上場株式について0百万円の減損処理を行っております。 

(注３)金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

 前連結会計年度（平成25年３月31日） 

  

 当連結会計年度（平成26年３月31日） 

  

 

    (単位：百万円) 

区分 平成25年３月31日 平成26年３月31日 

非上場株式 12,788 10,163 
 

  
１年以内 

１年超 ２年超 ３年超 ４年超 
５年超 

  ２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

 現金及び預金 29,056 ― ― ― ― ― 

 受取手形及び売掛金 61,144 ― ― ― ― ― 

合計 90,201 ― ― ― ― ― 
 

  
１年以内 

１年超 ２年超 ３年超 ４年超 
５年超 

  ２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

 現金及び預金 19,914 ― ― ― ― ― 

 受取手形及び売掛金 66,943 ― ― ― ― ― 

合計 86,858 ― ― ― ― ― 
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(注４)短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債、長期借入金の返済予定額 

 前連結会計年度（平成25年３月31日） 

(注) 長期借入金は、１年以内返済予定のものを含んでおります。 

  

 当連結会計年度（平成26年３月31日） 

(注) 長期借入金は、１年以内返済予定のものを含んでおります。 

  

 

  
１年以内 

１年超 ２年超 ３年超 ４年超 
５年超 

  ２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

 短期借入金 31,455 ― ― ― ― ― 

 コマーシャル・ペーパー 7,000 ― ― ― ― ― 

 社債 ― 10,000 10,000 10,000 ― ― 

 長期借入金 (注) 14,478 5,250 14,374 11,075 7,240 4,155 

合計 52,933 15,250 24,374 21,075 7,240 4,155 
 

  
１年以内 

１年超 ２年超 ３年超 ４年超 
５年超 

  ２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

 短期借入金 24,585 ― ― ― ― ― 

 コマーシャル・ペーパー 8,000 ― ― ― ― ― 

 社債 10,000 10,000 10,000 ― 10,000 ― 

 長期借入金 (注) 7,493 16,405 13,224 9,422 5,383 7,022 

合計 50,078 26,405 23,224 9,422 15,383 7,022 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券 

前連結会計年度(平成25年３月31日) 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある

株式について183百万円減損処理を行っております。 

期末日の時価が取得原価の30％以上50％未満下落した銘柄については、２期連続して時価の下落率が取得原価

の30％以上50％未満であった場合は原則すべて減損処理しております。 

  

当連結会計年度(平成26年３月31日) 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある

株式について０百万円減損処理を行っております。 

期末日の時価が取得原価の30％以上50％未満下落した銘柄については、２期連続して時価の下落率が取得原価

の30％以上50％未満であった場合は原則すべて減損処理しております。 

  

２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

  

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

      

株式 14,321 9,694 4,626 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

      

株式 2,481 2,910 △429 

合計 16,802 12,605 4,197 
 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

      

株式 18,725 11,413 7,312 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

      

株式 1,197 1,236 △39 

合計 19,923 12,649 7,273 
 

区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

株式 99 29 4 
 

区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

株式 2 0 ― 
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(デリバティブ取引関係) 

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

(1) 通貨関連 

   前連結会計年度(平成25年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度(平成26年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

(2) 金利関連 

   前連結会計年度(平成25年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度(平成26年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

(3) 複合金融商品関連 

   前連結会計年度(平成25年３月31日) 

(注) デリバティブ内包型預金の時価は、契約を約定した金融機関から提示された組込デリバティブ時価評価額をも

とに一体処理した金額によっております。 

  

   当連結会計年度(平成26年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

 

区分 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引以外 
の取引 

デリバティブ内包型預金         

 マルチコーラブル預金 
50 ― 49 △0 

 （期日前解約特約付定期預金） 

合計 50 ― 49 △0 
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２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1) 通貨関連 

   前連結会計年度(平成25年３月31日) 

(注) 為替予約取引の時価は、契約を約定した金融機関から提示された価格によっております。 

  

   当連結会計年度(平成26年３月31日) 

(注) 為替予約取引の時価は、契約を約定した金融機関から提示された価格によっております。 

  

 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象
契約額 
(百万円) 

契約額のうち 
１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

原則的処理方法 

為替予約取引         

 買建 買掛金       

  米ドル   1,095 ― 31 

    ユーロ   71 ― 0 

合計 1,167 ― 31 
 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象
契約額 
(百万円) 

契約額のうち 
１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

原則的処理方法 

為替予約取引         

 買建 買掛金       

  米ドル   3,893 ― 15 

    ユーロ   335 ― 4 

合計 4,229 ― 20 
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(2) 金利関連 

   前連結会計年度(平成25年３月31日) 

(注)１ スワップ取引の時価は、契約を約定した金融機関から提示された価格によっております。 

２ 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

   当連結会計年度(平成26年３月31日) 

(注)１ スワップ取引の時価は、契約を約定した金融機関から提示された価格によっております。 

２ 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

(3) 金利通貨関連 

   前連結会計年度(平成25年３月31日) 

(注)１ スワップ取引の時価は、契約を約定した金融機関から提示された価格によっております。 

２ 金利通貨スワップの一体処理（特例処理・振当処理）によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と

一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象
契約額 
(百万円) 

契約額のうち 
１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

原則的処理方法 
金利スワップ取引         

 受取変動・支払固定 長期借入金 2,717 1,289 △41 

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引         

 受取変動・支払固定 長期借入金 9,632 9,000 (注)２ 

合計   12,349 10,289 ― 
 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象
契約額 
(百万円) 

契約額のうち 
１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

原則的処理方法 
金利スワップ取引         

 受取変動・支払固定 長期借入金 1,289 287 △13 

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引         

 受取変動・支払固定 長期借入金 15,275 14,375 (注)２ 

合計   16,564 14,662 ― 
 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象
契約額 
(百万円) 

契約額のうち 
１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

金利通貨スワップの 
一体処理（特例処理・ 

振当処理） 

金利通貨スワップ取引         

 受取変動・支払固定 長期借入金 500 500 (注)２ 

 米ドル受取・円支払         

合計   500 500 ― 
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   当連結会計年度(平成26年３月31日) 

(注)１ スワップ取引の時価は、契約を約定した金融機関から提示された価格によっております。 

２ 金利通貨スワップの一体処理（特例処理・振当処理）によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と

一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象
契約額 
(百万円) 

契約額のうち 
１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

金利通貨スワップの 
一体処理（特例処理・ 

振当処理） 

金利通貨スワップ取引         

 受取変動・支払固定 長期借入金 500 500 (注)２ 

 米ドル受取・円支払         

合計   500 500 ― 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けており、一部

の子会社において中小企業退職金共済制度を併用しております。なお、当社において退職給付信託を設定しておりま

す。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、(1)勤務費用に計上しております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準 

(2) 割引率 

(3) 期待運用収益率 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 

１年 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 

10年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定率法により費用処理しております。ただし、翌期か

ら費用処理することとしております。) 

  

 

    (単位：百万円) 

(1) 退職給付債務（注） △19,869 

(2) 年金資産 7,887 

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △11,981 

(4) 未認識数理計算上の差異 △467 

(5) 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4) △12,448 

(6) 前払年金費用 404 

(7) 退職給付引当金(5)－(6) △12,853 
 

  (単位：百万円) 

(1) 勤務費用 1,008 

(2) 利息費用 378 

(3) 期待運用収益 △5 

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △46 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 203 

(6) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)（注） 1,538 
 

      主として2.0％ 
 

      主として1.0％ 
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当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けており、一部

の連結子会社においては中小企業退職金共済制度を併用、一部の連結子会社においては総合設立型厚生年金基金に加

入しております。また、当社において退職給付信託を設定しております。 

なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債

及び退職給付費用を計算しております。 

  
２ 確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く。） 

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

  

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

  

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資 

  産の調整表 

  

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

  

(5) 退職給付に係る調整累計額 

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。 

  

 

退職給付債務の期首残高 18,238 百万円 

 勤務費用 719   

 利息費用 342   

 数理計算上の差異の発生額 28   

 退職給付の支払額 △1,131   

退職給付債務の期末残高 18,197   
 

年金資産の期首残高 7,380 百万円 

 期待運用収益 78   

 数理計算上の差異の発生額 765   

 事業主からの拠出額 396   

 退職給付の支払額 △338   

年金資産の期末残高 8,283   
 

積立型制度の退職給付債務 6,769 百万円 

年金資産 △8,283   

  △1,514   

非積立型制度の退職給付債務 11,428   

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 9,914   

      

退職給付に係る負債 11,472 百万円 

退職給付に係る資産 △1,558   

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 9,914   
 

勤務費用 719 百万円 

利息費用 342   

期待運用収益 △78   

数理計算上の差異の費用処理額 △145   

確定給付制度に係る退職給付費用 837   
 

未認識数理計算上の差異 △1,058 百万円 
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(6) 年金資産に関する事項 

①年金資産の主な内訳 

 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

  （注）年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が12.7％含まれております。 

  

②長期期待運用収益率の設定方法 

 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

  
(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項 

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎 

  

３ 簡便法を適用した確定給付制度 

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表 

  

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資 

  産の調整額 

  

(3) 退職給付費用 

  

 

債券 29.4％ 

株式 49.4％ 

生保一般勘定 17.2％ 

その他 4.0％ 

合計 100.0％ 
 

割引率 主として2.0％ 

長期期待運用収益率 主として1.0％ 
 

退職給付に係る負債の期首残高 1,123 百万円 

 退職給付費用 171   

 退職給付の支払額 △68   

 制度への拠出額 △100   

 その他 35   

退職給付に係る負債の期末残高 1,161   
 

積立型制度の退職給付債務 567 百万円 

年金資産 △471   

  95   

非積立型制度の退職給付債務 1,066   

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,161   

      

退職給付に係る負債 1,161 百万円 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,161   
 

簡便法で計算した退職給付費用 171 百万円 
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４ 複数事業主制度 

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金への要拠出額は、48百万円であります。 

  
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況（平成25年３月31日現在） 

  

(2) 複数事業主制度全体に占める当社グループの割合（平成25年３月31日現在） 

  
(3) 補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政上の過去勤務債務残高21,402百万円であります。本制度における過去

勤務債務の償却方法は期間11年～20年であり、当社グループは、当期の連結財務諸表上、当該償却に充てられる

特別掛金36百万円を費用処理しております。 

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しておりません。 

 

    (単位：百万円) 

  東京紙商厚生年金基金 大阪紙商厚生年金基金 

年金資産の額 54,395 24,598 

年金財政計算上の給付債務の額 75,195 26,153 

差引額 △20,800 △1,555 
 

  東京紙商厚生年金基金 大阪紙商厚生年金基金 

掛金拠出 1.641％ 0.575％ 
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(ストック・オプション等関係) 

１ 費用計上額及び科目名 

  

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

  

 

  
前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

販売費及び一般管理費 48百万円   43百万円 
 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成23年６月24日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役（社外取締役を除く。） 11 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  117,000 

付与日 平成23年７月11日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成23年７月12日～平成38年７月11日 
 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成24年６月29日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役（社外取締役を除く。） 11 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  153,500 

付与日 平成24年７月17日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成24年７月18日～平成39年７月17日 
 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成25年６月25日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役（社外取締役を除く。） ９ 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  117,000 

付与日 平成25年７月12日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成25年７月13日～平成40年７月12日 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

①  ストック・オプションの数 

②  単価情報 

  

３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1) 使用した算定技法 

ブラック・ショールズ式 

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

過去８年（平成17年７月13日～平成25年７月12日）の株価実績に基づき算定しております。 

十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるも

のと推定して見積っております。 

平成25年３月期の配当実績によっております。 

予想残存期間に対応する期間に対応する国債利回りであります。 

  
４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成23年６月24日 平成24年６月29日 平成25年６月25日 

権利確定前       

  前連結会計年度末(株) ― ― ― 

  付与(株) ― ― 117,000 

  失効(株) ― ― ― 

  権利確定(株) ― ― 117,000 

  未確定残(株) ― ― ― 

権利確定後       

  前連結会計年度末(株) 117,000 153,500 ― 

  権利確定(株) ― ― 117,000 

  権利行使(株) 28,000 ― ― 

  失効(株) ― ― ― 

  未行使残(株) 89,000 153,500 117,000 
 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成23年６月24日 平成24年６月29日 平成25年６月25日 

権利行使価格(円) 1 1 1 

行使時平均株価(円) 423 ― ― 

付与日における公正な評価単価(円) 428 314 359 
 

① 株価変動性 35.972％ 
 

② 予想残存期間 ８年 
 

③ 予想配当 12円／株 
 

④ 無リスク利子率 0.685％ 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

(繰延税金資産)         

    賞与引当金 944百万円   851百万円 

    たな卸資産未実現利益 269    63  

  退職給付引当金 5,036    ―  

    退職給付に係る負債 ―    4,610  

  長期未払金 99    57  

    有形固定資産未実現利益 1,232    1,141  

    有形固定資産評価差額金 819    808  

    減価償却費 1,576    1,291  

  減損損失 909    956  

    投資有価証券評価損 1,252    1,241  

  事業構造改善引当金 130    182  

    環境対策引当金 27    18  

    資産除去債務 523    520  

    繰越欠損金 484    303  

    その他 1,486    1,918  

 繰延税金資産小計 14,793    13,965  

  評価性引当額 △4,339    △3,964  

  繰延税金資産合計 10,453    10,001  

           

(繰延税金負債)          

    退職給付に係る資産 ―百万円   △872百万円 

  特別償却準備金 △88    △2  
    固定資産圧縮積立金 △942    △940  

  有形固定資産評価差額金 △2,422    △2,423  

  その他有価証券評価差額金 △1,386    △2,429  

    その他 △464    △311  

  繰延税金負債合計 △5,304    △6,979  

  繰延税金資産の純額 5,149    3,022  
 

  
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

法定実効税率 37.8 ％   37.8 ％ 

（調整）          

交際費等永久に損金算入されない項目 0.8     1.1   

受取配当金等永久に益金算入されない項目 △1.0     △0.9   

住民税均等割等 0.5     0.7   

負ののれん発生益 △1.0     △0.6   

段階取得に係る差損 0.5     ―   

評価性引当額 △5.8     △8.6   

復興特別法人税分の税率差異 ―     1.8   

複数税率による影響 1.1     0.4   

持分法による投資利益 △14.3     △11.2   

その他 △0.2     △0.5   

税効果会計適用後の法人税等の負担率 18.4     20.0   
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３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以後に開始する連結会

計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差

異について、前連結会計年度の37.8％から35.4％に変更されております。 

 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が143百万円減少し、当連結会計年度に計

上された法人税等調整額が143百万円増加しております。 

  

(資産除去債務関係) 

１ 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

(1) 当該資産除去債務の概要 

当社所有の建物等の撤去時に発生するアスベストの除去費用、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律における

処理費用について資産除去債務を計上しております。 

  

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法 

各固定資産の耐用年数を基礎として使用見込期間を取得から４年～64年と見積り、割引率は0.516％～2.330％を

使用しております。 

  

(3) 当該資産除去債務の総額の増減 

  

２ 連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務 

当社グループは賃貸借契約に基づき使用する土地・建物等について、退去時における原状回復義務を有しており

ますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において退去する予定もないため、資産除

去債務を明確に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

  

(賃貸等不動産関係) 

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

  

 

  
前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 
  至 平成25年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日）

期首残高 1,481百万円      1,469百万円

時の経過による調整額 9 9 

見積りの変更による減少額 △9 △4 

有形固定資産の除却に伴う減少額 △12 △13 

期末残高 1,469 1,460 
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 (セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象

となっているものであります。  

当社は、当社及び連結子会社ごとに業績評価等を行っているため、これを事業セグメントの構成単位としており

ます。また各事業セグメントの経済的特徴、製品の製造方法及び販売市場の類似性等を考慮したうえでセグメント

を集約しており、当社は「紙パルプ事業」、「パッケージング・紙加工事業」の２つを報告セグメントとしており

ます。  

「紙パルプ事業」セグメントは、紙・パルプ製品の製造販売を行っております。「パッケージング・紙加工事

業」は、紙器・液体容器等の製造販売、ビジネスフォーム等の各種印刷製品の製造販売、ＤＰＳ（データプロセッ

シングサービス）事業等を行っております。  

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売
買、運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。 

２ 調整額は、以下のとおりであります。 
 (1) セグメント利益の調整額654百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。 
(2) セグメント資産の調整額△10,159百万円は、セグメント間債権債務消去額△16,688百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社資産6,528百万円が含まれております。 
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△461百万円はセグメント間の固定資産未実現利益消去

に伴う調整額であります。 
３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

        (単位：百万円)

  

報告セグメント 
その他
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

連結財務諸表
計上額(注)３

紙パルプ事業 
パッケージ
ング・紙加
工事業 

計 

売上高               

  外部顧客への売上高 179,077 20,174 199,252 9,037 208,289 ― 208,289 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

2,268 212 2,480 28,175 30,656 △30,656 ― 

計 181,346 20,386 201,732 37,212 238,945 △30,656 208,289 

セグメント利益 1,798 828 2,627 384 3,012 654 3,666 

セグメント資産 316,148 18,656 334,804 18,534 353,339 △10,159 343,179 

その他の項目               

  減価償却費 18,549 979 19,529 510 20,040 △415 19,624 

 減損損失 37 41 78 ― 78 ― 78 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

11,230 995 12,226 395 12,621 △461 12,159 
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当連結会計年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売
買、運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。 

２ 調整額は、以下のとおりであります。 
 (1) セグメント利益の調整額806百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。 
(2) セグメント資産の調整額△10,820百万円は、セグメント間債権債務消去額△17,515百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社資産6,694百万円が含まれております。 
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△458百万円はセグメント間の固定資産未実現利益消去

に伴う調整額であります。 
３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
４ 減損損失のうち158百万円は、特別損失の事業再編損（402百万円）に含めて計上しております。 

 

        (単位：百万円)

  

報告セグメント 
その他
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

連結財務諸表
計上額(注)３

紙パルプ事業 
パッケージ
ング・紙加
工事業 

計 

売上高               

  外部顧客への売上高 195,062 20,062 215,125 8,760 223,886 ― 223,886 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

2,311 284 2,595 27,225 29,820 △29,820 ― 

計 197,373 20,346 217,720 35,986 253,706 △29,820 223,886 

セグメント利益 1,313 654 1,967 554 2,522 806 3,329 

セグメント資産 324,480 18,643 343,123 18,466 361,590 △10,820 350,769 

その他の項目               

  減価償却費 18,051 1,005 19,057 439 19,497 △426 19,070 

 減損損失(注)４ 345 1 347 4 351 ― 351 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

25,257 545 25,802 356 26,158 △458 25,700 
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【関連情報】 

前連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２ 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

  

当連結会計年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２ 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 （単位：百万円） 

（注）１ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) アジア ・・・・・ 中国、香港、韓国、台湾、タイ、ベトナム 
 (2) その他 ・・・・・ 欧州、北米、オセアニア、中東 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

  

 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

新生紙パルプ商事㈱ 40,418 紙パルプ事業 

国際紙パルプ商事㈱ 22,705 紙パルプ事業 
 

日本 アジア その他 合計 

197,089 17,156 9,640 223,886 
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

新生紙パルプ商事㈱ 41,164 紙パルプ事業 

国際紙パルプ商事㈱ 25,403 紙パルプ事業 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

（注）「その他」の金額は、建設業、機械製造・販売・営繕事業に係るものであります。 

  

当連結会計年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

（注）「その他」の金額は、建設業、機械製造・販売・営繕事業等に係るものであります。 

  

 

        (単位：百万円)

  

報告セグメント 
 

その他 
(注) 

調整額 合計 

紙パルプ事業 
パッケージ
ング・紙加
工事業 

計 

（のれん）             

 当期償却額 24 ― 24 ― ― 24 

 当期末残高 89 ― 89 ― ― 89 

（負ののれん）             

 当期償却額 1,459 27 1,486 295 ― 1,782 

 当期末残高 2,188 41 2,229 424 ― 2,654 
 

        (単位：百万円)

  

報告セグメント 
 

その他 
(注) 

調整額 合計 

紙パルプ事業 
パッケージ
ング・紙加
工事業 

計 

（のれん）             

 当期償却額 190 ― 190 ― ― 190 

 当期末残高 2,127 ― 2,127 ― ― 2,127 

（負ののれん）             

 当期償却額 1,459 27 1,486 295 ― 1,782 

 当期末残高 729 13 743 128 ― 871 
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

パッケージング・紙加工事業において、当社の連結子会社である㈱ビーエフの株式を平成24年10月１日で追加取得

したことに伴い、当連結会計年度において、38百万円の負ののれん発生益を計上しております。 

その他の事業において、当社の関連会社であった北越協立㈱は、平成25年３月５日で同社の自己株式取得により子

会社となりました。これに伴い、当連結会計年度において、240百万円の負ののれん発生益を計上しております。 

  

当連結会計年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

紙パルプ事業において、当社の連結子会社である星輝投資控股有限公司の増資の引受けに伴い、当連結会計年度に

おいて、６百万円の負ののれん発生益を計上しております。 

その他の事業において、当社の連結子会社である北越協立㈱は、平成26年１月22日で同社の自己株式取得により当

社の完全子会社となったことに伴い、当連結会計年度において、118百万円の負ののれん発生益を計上しております。
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【関連当事者情報】 

１ 関連当事者との取引 

以下の取引金額には消費税等を含まず、科目の期末残高は消費税等を含んでおります。 

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

   上記の取引については、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）及び株価倍率法の分析結果の 

   範囲内で価格を決定しております。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 

（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

三菱商事㈱に対する紙等の販売については、市場価格等を参考にしてその都度交渉の上、決定しておりま

す。 

三菱商事㈱からの自己株式の取得については、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT－３）

による買付けであります。 

２ 三菱商事㈱は、平成25年12月27日に「その他の関係会社」から「主要株主」に該当することとなりました

が、継続して関連当事者に該当しているため、当連結会計年度の取引金額並びに当連結会計年度末の議決権

等の被所有割合及び残高を記載しております。なお、「種類」欄は、当連結会計年度末の種類を記載してお

ります。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 

関連 
会社 

大王製紙㈱ 
愛媛県 
四国中央
市 

30,415 
紙・パルプ 
製造業 

直接 21.9
間接  0.0

株式の売却 株式の売却 48,392 ― ― 

 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 

主要 
株主 

三菱商事㈱ 
東京都 
千代田区 

204,447 総合商社 
(被所有) 
直接 
19.5 

当社製品の
販売を行う
代理店 

紙等の販売 15,722 売掛金 3,722

自己株式の
取得 

7,560 ― ― 
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２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

当連結会計年度において、重要な関連会社は大王製紙株式会社であり、その要約連結財務諸表は以下のとおりで

あります。なお、大王製紙株式会社は、前第２四半期連結会計期間末より持分法適用関連会社となっており、前連

結会計年度の損益計算書項目については、同社の前第３四半期から前第４四半期までの６ヶ月間の決算数値を記載

しております。 

（単位：百万円） 

  

 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

流動資産合計 246,258 243,871 

固定資産合計 412,764 402,163 

      

流動負債合計 260,381 253,243 

固定負債合計 290,761 273,616 

      

純資産合計 107,969 119,252 

      

売上高 209,012 430,054 

税引前当期純利益金額又は 
税引前当期純損失金額（△） 

△2,733 6,608 

当期純利益金額又は 
当期純損失金額（△） 

△3,618 6,293 
 

― 97 ―



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

  

(2) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

(3) 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経

過的な取扱いに従っております。この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、2.77円増加しており

ます。 

  

 

  
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

１株当たり純資産額 781.25円 847.32円 

１株当たり当期純利益金額 41.11円 31.23円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

41.07円 31.18円 
 

項目 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 161,080 161,247 

普通株式に係る純資産額(百万円) 158,906 159,512 

差額の主な内訳(百万円) 

 新株予約権 

 少数株主持分 

  
86 

2,087 

  
117 

1,617 

普通株式の発行済株式数(千株) 209,263 209,263 

普通株式の自己株式数(千株) 5,864 21,008 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

(千株) 
203,399 188,255 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 8,379 6,243 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 8,379 6,243 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 203,841 199,911 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円） ― ― 

普通株式増加数（千株） 210 312 

（うち新株予約権）（千株） (210) (312)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

― 
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(重要な後発事象) 

大王製紙株式会社の第三者割当増資の引受けによる株式取得について 

  
当社は、平成26年６月２日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である大王製紙株式会社（以

下、「大王製紙」といいます。）が実施する公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関し、第三

者割当増資を引受けることを決議し、平成26年６月17日にその払込を完了いたしました。 

なお、概要は以下のとおりであります。 

  
１ 第三者割当増資引受けの目的 

当社と大王製紙は、平成18年以来技術提携関係を続け、平成24年８月には当社が大王製紙及び大王製紙関連

会社等の株式の取得並びに大王製紙関連会社等の株式の譲渡を実行したことにより、大王製紙は当社の持分法

適用関連会社となりました。同年11月には、従前からの両社の提携関係をより一層強固なものとし、提携範囲

の拡大や内容の深化、発展的な課題への取り組み等を両社が共同して進めていくことにより、両社が共に発展

して企業価値を向上させることを目的として、新たに総合技術提携基本契約を締結し、その効果を 大限に発

現すべく取り組みを進めているところであります。 

このたび、大王製紙が実施する第三者割当増資を当社が引受け、引き続き大王製紙との関係を維持すること

は、総合技術提携に基づく具体的な取り組みをさらに深化させることになり、当社のさらなる企業価値の向上

につながるものであると考え、本第三者割当増資を引受けいたしました。 

  
２ 第三者割当増資の概要 

  

 

(1)取得株式数 4,230,000株 

(2)取得価額 3,997百万円（１株当たり945円） 

公募による新株発行における発行価格（募集価格）と同一の金額 

(3)払込期日 平成26年６月17日 

(4)取得後の持株比率（予定） 大王製紙が実施する一般募集及び当社への第三者割当増資による新株

発行の実施のほかに、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増

資に対する申込が全て行われた場合、当社の持分比率は21.24％（間接

保有含む。）となる予定であります。 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) １ ( )内は、１年内償還予定の金額であり、内書であります。 

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 

３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額

は以下のとおりであります。 
  

  

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

利率 
(％) 

担保 償還期限 

北越紀州製紙㈱ 第20回無担保社債 
平成19年
５月25日 

10,000 
10,000 
(10,000)

1.77 無担保 
平成26年 
５月23日 

北越紀州製紙㈱  第22回無担保社債 
平成22年
12月17日 

10,000 10,000 0.794 無担保 
平成27年 
12月17日 

北越紀州製紙㈱  第23回無担保社債 
平成23年 
12月12日 

10,000 10,000 0.685 無担保 
平成28年 
12月12日 

北越紀州製紙㈱  第24回無担保社債 
平成26年 
３月13日 

― 10,000 0.384 無担保 
平成31年 
３月13日 

合計 ― ― 30,000 
40,000 
(10,000)

― ― ― 
 

１年以内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内 
(百万円) 

３年超４年以内 
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

10,000 10,000 10,000 ― 10,000 
 

区分 
当期首残高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 31,455 24,585 0.63 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 14,478 7,493 0.48 ― 

１年以内に返済予定のリース債務 705 773 ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

42,096 51,457 0.73 
平成27年４月 

から 
平成35年10月 

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

1,181 1,627 ― 
平成27年４月 

から 
平成33年10月 

その他有利子負債 
 コマーシャルペーパー 
 （１年内返済） 

7,000 8,000 0.09 ― 

合計 96,917 93,937 ― ― 
 

区分 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金(百万円) 16,405 13,224 9,422 5,383 

リース債務(百万円) 722 561 206 38 
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【資産除去債務明細表】 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。 

  

(2) 【その他】 

  

当連結会計年度における四半期情報等 

  

  

  

 

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度 

売上高 (百万円) 52,036 107,593 162,738 223,886 

税金等調整前 
四半期（当期）純利益金額 

(百万円) 644 2,362 3,322 7,832 

四半期（当期）純利益金額 (百万円) 686 2,001 2,742 6,243 

１株当たり 
四半期（当期）純利益金額 

(円) 3.37 9.84 13.48 31.23 
 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.37 6.47 3.64 18.23 
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 17,666 7,052 

    受取手形 ※3  88 45 

    売掛金 ※1  52,658 ※1  57,881 

    商品及び製品 13,227 13,485 

    仕掛品 1,688 1,556 

    原材料及び貯蔵品 10,569 10,071 

    前渡金 434 383 

    前払費用 349 376 

    繰延税金資産 1,063 1,116 

    短期貸付金 ※1  4,536 ※1  12,276 

    未収消費税等 333 － 

    その他 ※1  699 ※1  880 

    流動資産合計 103,315 105,125 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 ※4  27,522 ※4  26,642 

      構築物 2,733 2,510 

      機械及び装置 ※4  91,809 ※4  82,695 

      車両運搬具 29 27 

      工具、器具及び備品 ※4  495 ※4  433 

      土地 15,967 15,895 

      リース資産 1,350 1,605 

      建設仮勘定 1,666 1,266 

      山林 1,763 1,766 

      有形固定資産合計 143,339 132,844 

    無形固定資産     

      借地権 563 563 

      ソフトウエア 282 202 

      その他 140 136 

      無形固定資産合計 986 902 
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                      (単位：百万円) 

                    
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 20,055 23,238 

      関係会社株式 23,269 27,038 

      出資金 3 3 

      関係会社出資金 587 601 

      長期貸付金 ※1  3,522 ※1  5,019 

      長期前払費用 65 65 

      前払年金費用 404 562 

      差入保証金 670 596 

      繰延税金資産 1,680 172 

      その他 1,136 909 

      貸倒引当金 △121 △36 

      投資その他の資産合計 51,275 58,171 

    固定資産合計 195,601 191,918 

  資産合計 298,916 297,043 
 

― 103 ―



  

 

                      (単位：百万円) 

                    
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形 ※3  2 － 

    電子記録債務 ※1,※3  4,158 ※1  5,896 

    買掛金 ※1  12,534 ※1  12,248 

    短期借入金 39,911 25,834 

    コマーシャル・ペーパー 7,000 8,000 

    1年内償還予定の社債 － 10,000 

    リース債務 524 575 

    未払金 ※1  1,378 ※1  1,267 

    未払費用 ※1  4,819 ※1  5,044 

    未払法人税等 265 111 

    未払消費税等 － 301 

    預り金 ※1  6,364 ※1  5,254 

    賞与引当金 1,225 1,190 

    役員賞与引当金 47 42 

    従業員預り金 498 500 

    設備関係支払手形 ※1,※3  985 ※1  823 

    設備関係未払金 ※1  960 ※1  1,492 

    その他 75 12 

    流動負債合計 80,752 78,595 

  固定負債     

    社債 30,000 30,000 

    長期借入金 34,532 42,173 

    リース債務 833 1,127 

    退職給付引当金 9,844 9,653 

    事業構造改善引当金 320 485 

    環境対策引当金 62 39 

    資産除去債務 1,392 1,385 

    負ののれん 2,193 731 

    その他 ※1  467 ※1  314 

    固定負債合計 79,647 85,910 

  負債合計 160,400 164,505 
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                      (単位：百万円) 

                    
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 42,020 42,020 

    資本剰余金     

      資本準備金 45,435 45,435 

      その他資本剰余金 46 45 

      資本剰余金合計 45,481 45,480 

    利益剰余金     

      利益準備金 2,260 2,260 

      その他利益剰余金     

        特別償却積立金 146 4 

        固定資産圧縮積立金 1,530 1,538 

        別途積立金 35,547 35,547 

        繰越利益剰余金 10,371 10,879 

      利益剰余金合計 49,855 50,230 

    自己株式 △1,594 △9,874 

    株主資本合計 135,763 127,858 

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 2,672 4,560 

    繰延ヘッジ損益 △6 1 

    評価・換算差額等合計 2,666 4,561 

  新株予約権 86 117 

  純資産合計 138,516 132,537 

負債純資産合計 298,916 297,043 
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② 【損益計算書】 

                      (単位：百万円) 

                    前事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 ※1  171,191 ※1  184,904 

売上原価 ※1  146,792 ※1  161,425 

売上総利益 24,399 23,478 

販売費及び一般管理費 ※1,※2  23,178 ※1,※2  23,211 

営業利益 1,220 267 

営業外収益     

  受取利息及び配当金 ※1  966 ※1  1,577 

  負ののれん償却額 1,462 1,462 

  助成金収入 651 － 

  その他 ※1  2,226 ※1  2,622 

  営業外収益合計 5,306 5,662 

営業外費用     

  支払利息 ※1  897 ※1  864 

  その他 779 721 

  営業外費用合計 1,677 1,585 

経常利益 4,849 4,343 

特別利益     

  固定資産売却益 ※3  657 ※3  46 

  保険差益 18 19 

  その他 29 5 

  特別利益合計 706 72 

特別損失     

  固定資産除売却損 ※4  1,092 ※4  455 

  固定資産圧縮損 17 11 

  減損損失 36 187 

  投資有価証券売却損 4 － 

  投資有価証券評価損 183 － 

  関係会社株式評価損 3 － 

  事業再編損 － ※5  402 

  特別損失合計 1,338 1,058 

税引前当期純利益 4,217 3,357 

法人税、住民税及び事業税 585 26 

法人税等調整額 408 486 

法人税等合計 993 513 

当期純利益 3,224 2,843 
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③ 【株主資本等変動計算書】 

  前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  

  

(単位：百万円) 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

資本準備金 
その他資本 

剰余金 

資本剰余金 

合計 

当期首残高 42,020 45,435 46 45,481 

当期変動額  

剰余金の配当  

当期純利益  

特別償却積立金の 

取崩 
 

固定資産圧縮積立金

の積立 
 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
 

固定資産圧縮特別 

勘定積立金の取崩 
 

別途積立金の積立  

自己株式の処分  △0 △0 

自己株式の取得  

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 

当期変動額合計 ― ― △0 △0 

当期末残高 42,020 45,435 46 45,481 
 

(単位：百万円) 

  

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 

その他利益剰余金 

利益剰余金 

合計 特別償却 

積立金 

固定資産 

圧縮積立金 

固定資産圧縮 

特別勘定 

積立金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 2,260 554 1,032 171 23,547 21,534 49,100 

当期変動額   

剰余金の配当  △2,468 △2,468 

当期純利益  3,224 3,224 

特別償却積立金の 

取崩 
 △408 408 ― 

固定資産圧縮積立金

の積立 
 515 △515 ― 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
 △17 17 ― 

固定資産圧縮特別 

勘定積立金の取崩 
 △171 171 ― 

別途積立金の積立  12,000 △12,000 ― 

自己株式の処分   

自己株式の取得   

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
  

当期変動額合計 ― △408 497 △171 12,000 △11,163 755 

当期末残高 2,260 146 1,530 ― 35,547 10,371 49,855 
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(単位：百万円) 

  

株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 △1,590 135,012 814 △47 767 37 135,817 

当期変動額   

剰余金の配当  △2,468  △2,468 

当期純利益  3,224  3,224 

特別償却積立金の 

取崩 
 ―  ― 

固定資産圧縮積立金

の積立 
 ―  ― 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
 ―  ― 

固定資産圧縮特別 

勘定積立金の取崩 
 ―  ― 

別途積立金の積立  ―  ― 

自己株式の処分 0 0  0 

自己株式の取得 △4 △4  △4 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 1,858 40 1,898 48 1,947 

当期変動額合計 △3 751 1,858 40 1,898 48 2,698 

当期末残高 △1,594 135,763 2,672 △6 2,666 86 138,516 
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  当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

  

  

 

(単位：百万円) 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

資本準備金 
その他資本 

剰余金 

資本剰余金 

合計 

当期首残高 42,020 45,435 46 45,481 

当期変動額  

剰余金の配当  

当期純利益  

特別償却積立金の 

取崩 
 

固定資産圧縮積立金

の積立 
 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
 

実効税率変更に伴う

積立金の増加 
 

自己株式の処分  △0 △0 

自己株式の取得  

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 

当期変動額合計 ― ― △0 △0 

当期末残高 42,020 45,435 45 45,480 
 

(単位：百万円) 

  

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 特別償却 

積立金 

固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 2,260 146 1,530 35,547 10,371 49,855 

当期変動額   

剰余金の配当  △2,468 △2,468 

当期純利益  2,843 2,843 

特別償却積立金の 

取崩 
 △141 141 ― 

固定資産圧縮積立金

の積立 
 33 △33 ― 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
 △25 25 ― 

実効税率変更に伴う

積立金の増加 
 0 1 △1 ― 

自己株式の処分   

自己株式の取得   

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
  

当期変動額合計 ― △141 8 ― 508 374 

当期末残高 2,260 4 1,538 35,547 10,879 50,230 
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(単位：百万円) 

  

株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 △1,594 135,763 2,672 △6 2,666 86 138,516 

当期変動額   

剰余金の配当  △2,468  △2,468 

当期純利益  2,843  2,843 

特別償却積立金の 

取崩 
 ―  ― 

固定資産圧縮積立金

の積立 
 ―  ― 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
 ―  ― 

実効税率変更に伴う

積立金の増加 
 ―  ― 

自己株式の処分 13 12  12 

自己株式の取得 △8,293 △8,293  △8,293 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 1,887 7 1,895 31 1,926 

当期変動額合計 △8,279 △7,905 1,887 7 1,895 31 △5,978 

当期末残高 △9,874 127,858 4,560 1 4,561 117 132,537 
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

(1) 商品及び製品、原材料及び貯蔵品(但し、木材を除く) 

月別総平均法 

(2) 仕掛品 

先入先出法 

(3) 木材 

個別法 

２ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均

法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

３ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

時価法 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

建物、機械及び装置 

ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定額法 

ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

定額法 

その他の有形固定資産 

ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

ｂ 平成19年４月１日以降平成24年３月31日までに取得したもの 

定率法（250％定率法） 

ｃ 平成24年４月１日以降に取得したもの 

定率法（200％定率法） 

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によっております。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)  

定額法 

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 
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(3) リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については、

財務内容評価法により取立不能見込額を考慮して計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与支給に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度に見合う分を計上しており

ます。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。 

(5) 事業構造改善引当金 

事業構造改善のための生産体制見直しの実施に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を計上

しております。 

(6) 環境対策引当金 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によるＰＣＢ廃棄物の処理支出に備える

ため、処理見積額を計上しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジによっております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引及び金利スワップ取引） 

・ヘッジ対象…相場変動等による損失の可能性がある輸入取引及び資金調達に伴う金利取引 

(3) ヘッジ方針 

当社の行うデリバティブ取引は、原則実需の範囲内で支払円貨額を確定すること及び金利変動による損失可能性

を減殺することを目的としております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の変動率が概ね80％から125％の範囲にあることを検証しております。 

ただし、ヘッジ手段の内容とヘッジ対象の重要な内容が同一である場合には、ヘッジ対象の相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動をヘッジ手段が完全に相殺するものと考えられるため、有効性の判定を省略しております。 
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７ その他財務諸表作成のための重要な事項 

(1) 負ののれんの償却方法及び償却期間 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日改正）適用前に発生した負ののれんを

５年間で均等償却しております。 

(2) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  
（表示方法の変更） 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表

等規則第127条第１項に定める様式に基づいて作成しております。 

また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に

変更しております。 

以下の事項について、記載を省略しております。 

・財務諸表等規則第８条の６に定めるリース取引に関する注記については、同条第４項により、記載を省略して

おります。 

・財務諸表等規則第８条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第２項により、記載を省略し

ております。 

・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第２項により、記載を省略しておりま

す。 

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略し

ております。 

・財務諸表等規則第75条第２項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しており

ます。 

・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第３項によ

り、記載を省略しております。 

・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第２項により、記載を省略しております。 

・財務諸表等規則第95条の３の２に定める減損損失に関する注記については、同条第２項により、記載を省略し

ております。 

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項によ

り、記載を省略しております。 

・財務諸表等規則第95条の５の３に定める潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に関する注記については、

同条第４項により、記載を省略しております。 

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略しておりま

す。 

・財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略して

おります。 
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(貸借対照表関係) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。 

  

 ２ 下記の会社等に対して、借入金等の債務保証を行っております。  

  

※３  期末日満期手形及び電子記録債務 

期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が、期末残高から

除かれております。 

  

※４  圧縮記帳額 

国庫補助金等の受入により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。 

  

 ５  貸出コミットメント（借手側） 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結しております。事業

年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。 

  

 

  
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

短期金銭債権 27,261百万円 34,172百万円 

長期金銭債権 3,508 5,010 

短期金銭債務 12,065 10,336 

長期金銭債務 71 71 
 

  
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

星輝投資控股有限公司 4,511百万円 7,410百万円 

Bernard Dumas S.A.S. ― 283 

特別住宅資金(従業員) 0 0 

計 4,511 7,693 
 

  
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

受取手形 2百万円 ― 

支払手形 0 ― 

電子記録債務 110 ― 

設備関係支払手形 0 ― 
 

  
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

建物 8百万円  8百万円 

機械及び装置 3,803 3,775 

工具、器具及び備品 2 2 
 

  
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

貸出コミットメントの総額 10,000百万円 10,000百万円 

借入実行残高 ― ― 

差引額 10,000 10,000 
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(損益計算書関係) 

※１  関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。 

  

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。 

  

おおよその割合 

  

※３  固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

  

※４  固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。 

  

※５  事業再編損 

当事業年度(自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日) 

長岡工場のヴァルカナイズドファイバー製造設備を停機し、当社子会社への事業集約の意思決定をしたことに伴

う、当該資産の減損処理額及び撤去費用ほかであります。 

  

 

  
前事業年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

売上高 61,975百万円 68,622百万円 

仕入高 31,503 30,847 

役務受入高 25,214 25,511 

営業取引以外の取引高 57,828 4,604 
 

  
前事業年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

運送費 11,450百万円 12,222百万円 

販売諸費 6,386  6,101  

給料手当 1,153  1,178  

福利費 481  473  

賞与引当金繰入額 227  207  

役員賞与引当金繰入額 47  42  

退職給付費用 205  101  

研究開発費 778  743  

減価償却費 141  127  
 

販売費 77％ 79％ 

一般管理費 23 21 
 

  
前事業年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

機械及び装置 1百万円 2百万円 

土地ほか 655 44 

計 657 46 
 

  
前事業年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

機械及び装置除却損 365百万円 181百万円 

撤去費用ほか 726 274 

計 1,092 455 
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(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式 

前事業年度(平成25年３月31日) 

  

  

当事業年度(平成26年３月31日) 

  

  

(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。 

  

 

区分 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

(1) 子会社株式 ― ― ― 

(2) 関連会社株式 10,873 14,587 3,713 

合計 10,873 14,587 3,713 
 

区分 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

(1) 子会社株式 ― ― ― 

(2) 関連会社株式 12,447 34,045 21,597 

合計 12,447 34,045 21,597 
 

区分 
平成25年３月31日 

(百万円) 
平成26年３月31日 

(百万円) 

 子会社株式 11,027 14,049 

 関連会社株式 541 541 

合計 11,569 14,591 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 

  
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
 

当事業年度 
(平成26年３月31日) 

(繰延税金資産)         

    未払事業税 64百万円   34百万円 

    賞与引当金 463    421  

  退職給付引当金 3,526    3,417  

  投資有価証券評価損 1,216    1,216  

    固定資産償却超過等 1,533    1,282  

    事業構造改善引当金 120    171  

    土地評価差額 629    629  

  退職給付信託受取配当金等 325    331  

    退職給付費用 430    430  

  減損損失 465    523  

    資産除去債務 492    490  

    その他 927    989  

 繰延税金資産小計 10,195    9,938  

 評価性引当額 △2,556    △2,846  

 繰延税金資産合計 7,639    7,091  

           

(繰延税金負債)          

    特別償却準備金 △88    △2  

    固定資産圧縮積立金 △942    △940  

  その他有価証券評価差額金 △1,285    △2,250  

  退職給付信託設定益 △320    △320  

  土地評価差額 △2,201    △2,201  

    その他 △56    △87  

 繰延税金負債合計 △4,895    △5,802  

 繰延税金資産の純額 2,744    1,289  
 

  
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
 

当事業年度 
(平成26年３月31日) 

法定実効税率 37.8 ％   37.8 ％ 

（調整）          

交際費等永久に損金算入されない項目 1.2     1.6   

受取配当金等永久に益金算入されない項目 △5.3     △9.1   

住民税均等割等 0.7     0.9   

負ののれん償却額 △13.1     △16.5   

繰越税額控除 ―     △5.5   

適格現物分配に係る益金不算入額 ―     △8.2   

復興特別法人税分の税率差異 ―     2.9   

評価性引当額 △0.0     9.2   

役員賞与引当金 0.4     0.5   

その他 1.9     1.7   

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.6     15.3   
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３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以後に開始する事業年

度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用した法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、

前事業年度の37.8％から35.4％に変更されております。 

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が96百万円減少し、当事業年度に計上さ

れた法人税等調整額が96百万円増加しております。 

  
(重要な後発事象) 

大王製紙株式会社の第三者割当増資の引受けによる株式取得について 

  
当社は、平成26年６月２日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である大王製紙株式会社が実施

する公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関し、第三者割当増資を引受けることを決議し、平

成26年６月17日にその払込を完了いたしました。 

なお、詳細につきましては、「第５ 「経理の状況」 １ 「連結財務諸表等」（重要な後発事象）」に記載さ

れているため、注記を省略しております。 
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④ 【附属明細表】 

【有形固定資産等明細表】 

（単位：百万円） 

(注) １ 当期減少額の( )内は、内書きで減損損失の計上額であります。 

２ 重要な増減は次のとおりであります。 

         ※１ 関東勝田 太陽光発電設備設置工事        536百万円 

      ※２ 関東勝田 ミルクカートン古紙処理設備設置工事  602百万円 

  

  

【引当金明細表】 

  

資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 
減価償却 
累計額 

有形固定資産               

 建物 27,522   551 
  41 

(23)
1,389 26,642 27,021 

  

 構築物 2,733   211 
  12 

422 2,510 10,077 
  (3)

 機械及び装置 91,809   5,835 
  526 

14,423 82,695 271,512 
  (283)

 車両運搬具 29 17 
  0 

(0)
18 27 203 

  

 工具、器具及び備品 495 157 
  2 

(1)
216 433 2,585 

  

 土地 15,967 
  

9 
  81 

― 15,895 ― 
    (33) 

 リース資産 1,350   918   0 663 1,605 1,663 

 建設仮勘定 1,666 ※1 5,866 
※2 6,266 

(0)
― 1,266 ― 

 山林 1,763 65   63 ― 1,766 ― 

  有形固定資産計 143,339 13,632 
  6,994 

17,133 132,844 313,064 
  (345)

無形固定資産               

 借地権 563 ―   ― ― 563 ― 

 ソフトウエア 282 9   0 88 202 ― 

 その他の無形固定資産 140 ―   ― 4 136 ― 

  無形固定資産計 986 9   0 92 902 ― 
 

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

貸倒引当金 121 ― 84 36 

賞与引当金 1,225 1,190 1,225 1,190 

役員賞与引当金 47 42 47 42 

事業構造改善引当金 320 172 8 485 

環境対策引当金 62 ― 23 39 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(3) 【その他】 

  

   該当事項はありません。 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

(注)１ 単元未満株主の権利を制限できる旨を、定款で以下のように定めております。 

     第７条（単元株式数） 

２． 当会社の単元未満株式を有する株主は、単元未満株式について会社法第189条第２項各号に掲げる権

利および次条に定める請求をする権利以外の権利を行使することができない。 

     第８条（単元未満株式の買増し） 

当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株

式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 

２ 平成26年２月13日開催の取締役会決議に基づき、平成26年４月１日をもって、単元株式数を500株から100株

に変更しております。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日 

１単元の株式数 500株 

単元未満株式の買取・売

渡 
  

  取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

  取次所 ― 

  買取・売渡手数料 無料 

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、電子公告によることができ

ない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、新潟市において発行する新潟日

報及び東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行います。 

なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、アドレスは次のとおりであり

ます。 

 http://www.hokuetsu-kishu.jp 

株主に対する特典 ありません 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

  

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1)発行登録書 
（新株予約権証券） 
及びその添付書類 
  

    平成25年６月25日 
関東財務局長に提出。 

(2)発行登録書 
（社債）及びその添付書類 
  

    平成25年８月23日 
関東財務局長に提出。 

(3)発行登録追補書類 
（社債）及びその添付書類 
  

    平成26年３月６日 
関東財務局長に提出。 

(4)訂正発行登録書 
（新株予約権証券） 

    平成25年６月27日 
平成25年８月14日 
平成25年11月14日 
平成26年２月14日 
関東財務局長に提出。 
  

(5)訂正発行登録書 
（社債） 

    平成25年11月14日 
平成26年２月14日 
関東財務局長に提出。 
  

(6)有価証券報告書 
 及びその添付書類、 
 有価証券報告書の確認書 
  

事業年度 
(第175期) 

自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日 

平成25年６月25日 
関東財務局長に提出。 

(7)内部統制報告書 事業年度 
(第175期) 

自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日 

平成25年６月25日 
関東財務局長に提出。 

(8)四半期報告書、四半期 
 報告書の確認書 

第176期 
第１四半期 

自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日 

平成25年８月14日 
関東財務局長に提出。 

  第176期 
第２四半期 

自 平成25年７月１日 
至 平成25年９月30日 

平成25年11月14日 
関東財務局長に提出。 

  第176期 
第３四半期 

自 平成25年10月１日 
至 平成25年12月31日 

平成26年２月14日 
関東財務局長に提出。 

(9)臨時報告書 
(企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第９号の２（株
主総会における議決権行使の結
果）の規定に基づく臨時報告書) 
  

  平成25年６月27日 
関東財務局長に提出。 

(10)自己株券買付状況報告書   平成26年１月10日 
関東財務局長に提出。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

  

平成26年６月26日

北越紀州製紙株式会社 

取締役会 御中 

  

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる北越紀州製紙株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

  

連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北

越紀州製紙株式会社及び連結子会社の平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

  
 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  

公認会計士  福  田     厚  ㊞ 

 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  上  野  直  樹  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  神  宮  厚  彦  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、北越紀州製紙株式会社の平成

26年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

  

内部統制報告書に対する経営者の責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。 

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、北越紀州製紙株式会社が平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
  

  

 

  

※１  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表及び内部

統制報告書に添付する形で別途保管しております。 

２  ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。 
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独立監査人の監査報告書 

  

平成26年６月26日

北越紀州製紙株式会社 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる北越紀州製紙株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第176期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北越紀

州製紙株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
  

  
 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  福  田     厚  ㊞ 

 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  上  野  直  樹  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  神  宮  厚  彦  ㊞ 

 

  

※１  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。 

２  ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。 
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【表紙】   

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年６月26日 

【会社名】 北越紀州製紙株式会社 

【英訳名】 HOKUETSU KISHU PAPER CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ  岸 本 晢 夫 

 

【最高財務責任者の役職氏名】 ――――― 

 

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目５番１号 

 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 
 



１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 

代表取締役社長ＣＥＯ岸本晢夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して

おり、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に

係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制

の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、

その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により

財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

   

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年３月31日を基準日として行わ

れており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠した。 

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統

制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該

業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要

な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価すること

によって、内部統制の有効性に関する評価を行った。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財

務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす

影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社５社、

持分法適用関連会社１社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに

係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社18社及び持分法適用関連会社５社に

ついては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含

めていない。 

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結

会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね３分の

２に達している１事業拠点に加え、連結対象となる１事業拠点、持分法適用対象となる１事業拠点を

「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘

定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定し

た重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発

生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行

っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセ

スとして評価対象に追加している。 

  



３ 【評価結果に関する事項】 

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると

判断した。 

  

４ 【付記事項】 

該当事項なし。 

  

５ 【特記事項】 

該当事項なし。 

 





【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年６月26日 

【会社名】 北越紀州製紙株式会社 

【英訳名】 HOKUETSU KISHU PAPER CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ  岸 本 晢 夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 ――――― 

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目５番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
 



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長ＣＥＯ岸本晢夫は、当社の第176期(自平成25年４月１日 至平成26年３月31日)の有価証券報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 


